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津山市史津山市史津山市史津山市史津山市史津山市史だよりだより
2016.12
第 7号

上：拾万石御加増後初御入国御供立之図（襖仕立て）
下：拾万石御復帰後初御入国御行列図（絵巻図）　　

津山藩主松平家の入国行列図より女中差添の隊列

　

津
山
藩
主
松
平
家
に
は
、
参
勤
交
代
や
江
戸
で
の

登
城
・
火
消
な
ど
、
様
々
な
場
面
の
行
列
を
描
い
た

絵
画
資
料
が
豊
富
に
伝
来
し
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち

参
勤
交
代
の
行
列
図
は
、
横
長
の
襖
７
枚
に
仕
立
て

ら
れ
た
も
の
と
３
巻
の
絵
巻
物
の
２
種
類
あ
り
ま
す

が
、
い
ず
れ
も
松
平
家
が
10
万
石
に
復
帰
し
た
翌
年

に
津
山
へ
帰
る
行
列
を
描
い
た
も
の
で
す
。

　

２
種
類
と
も
に
明
治
に
な
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で

す
が
、
隊
列
の
順
序
に
相
違
が
見
ら
れ
ま
す
。
松
平

家
文
書
中
の
行
列
に
関
す
る
文
字
記
録
と
照
合
す
る

と
、
襖
仕
立
て
図
と
合
致
す
る
こ
と
、
ま
た
絵
巻
図

に
多
数
の
切
継
ぎ
箇
所
や
貼
紙
が
見
ら
れ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
絵
巻
図
↓
襖
仕
立
て
図
の
順
で
作
成
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

上
の
写
真
は
、
２
種
の
行
列
図
か
ら
同
じ
部
分
を

抜
き
出
し
た
も
の
で
、
藩
主
の
発
駕
の
３
日
前
に
出

発
す
る
女
中
に
付
き
添
う
者
た
ち
を
描
い
て
い
ま
す
。

こ
の
部
分
で
は
、
２
種
の
行
列
図
に
大
き
な
相
違
は

見
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
肝
心
の
女
中
た
ち
に
つ
い
て
は
、

絵
巻
図
の
こ
の
箇
所
の
末
尾（
上
の
写
真
の
左
上
隅
）

に
「
女
中
人
数
不
相
分
」
と
あ
る
だ
け
で
、
姿
が
描

か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
描
か
れ
な
か
っ
た
理
由
は
簡
単

に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
謎
を
解
く
過
程
で
、

当
時
の
社
会
の
様
子
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
す
（
４

〜
７
頁
の
研
究
ノ
ー
ト
参
照
）。 　
　
　
　

 

（
小
島
）

ふ
す
ま
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８
月
23
日　
　

於 

郷
土
博
物
館

　

今
回
は
事
務
局
か
ら
の
報
告
が
主
体
の
会
議
と
な

り
ま
し
た
。
年
度
当
初
の
職
員
の
異
動
と
今
年
度
の

事
務
局
事
業
お
よ
び
各
部
会
の
進
捗
状
況
が
報
告
さ

れ
、
今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て
委
員
か
ら
い
く
つ
か

の
意
見
が
出
さ
れ
た
ほ
か
、
あ
ら
ゆ
る
媒
体
を
通
じ

て
編
さ
ん
事
業
の
広
報
に
努
め
る
よ
う
要
望
が
あ
り

ま
し
た
。

編
さ
ん
事
業
の
経
過

８
月
３
日 

第
３
回
考
古
部
会
打
合
せ
会

８
月
22
日 

第
１
回
民
俗
部
会

８
月
23
日 

第
１
回
編
さ
ん
委
員
会

８
月
27
日 

美
作
学
講
座
第
２
回

８
月  

「
市
史
だ
よ
り
」
第
６
号
発
行

９
月
19
日 

第
１
回
近
世
部
会

９
月
24
日 

第
１
回
中
世
部
会

10
月
１
日 

美
作
学
講
座
第
３
回

10
月
16
日 

近
現
代
議
事
録
合
同
調
査

10
月
22
日 

近
現
代
資
料
調
査
（
鏡
野
町
）

10
月
30
日 

第
１
回
古
代
部
会

自
然
風
土
・
考
古
部
会

（
部
会
長
：
河
本
委
員
、
副
部
会
長
：
可
児
委
員
）

　

考
古
資
料
編
の
刊
行
に
向
け
て
の
作
業
が
そ
ろ
そ

ろ
大
詰
め
で
す
。
執
筆
担
当
者
か
ら
は
各
遺
跡
の
原

稿
が
徐
々
に
送
ら
れ
て
き
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
は
そ

れ
ら
の
編
集
作
業
な
ど
が
忙
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。

古
代
部
会

（
部
会
長
：
狩
野
委
員
、
副
部
会
長
：
今
津
委
員
）

　

10
月
30
日
に
部
会
を
開
き
、
古
代
の
資
料
編
に
つ

い
て
協
議
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
後
も
継
続
的
に

美
作
地
域
の
主
要
な
遺
跡
を
調
査
し
て
い
く
予
定
で

す
。

中
世
部
会

（
部
会
長
：
三
好
委
員
、
副
部
会
長
：
久
野
委
員
）

　

９
月
24
日
に
部
会
を
開
き
、
中
世
の
資
料
編
の
内

容
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。
ま
た
、
市
内
で
は
二

宮
の
高
野
神
社
な
ど
、
市
外
で
は
奈
良
文
化
財
研
究

所
で
の
再
調
査
な
ど
、
引
き
続
い
て
資
料
調
査
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

近
世
部
会

（
部
会
長
：
定
兼
委
員
、
副
部
会
長
：
在
間
委
員
）

　

９
月
に
部
会
を
開
催
し
て
、
資
料
編
・
通
史
編
の

内
容
構
成
に
つ
い
て
協
議
し
た
後
、
部
会
長
か
ら
調

査
報
告
が
あ
り
、
活
発
な
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
今
後
も
引
き
続
き
、
旧
町
村
域
で
の
個
人
所
蔵

資
料
の
調
査
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

近
現
代
部
会

（
部
会
長
：
在
間
委
員
、
副
部
会
長
：
香
山
委
員
）

　

10
月
16
日
に
津
山
市
役
所
内
で
昭
和
５
〜
13
年
頃

の
市
議
会
議
事
録
の
調
査
を
行
い
、
22
日
に
は
鏡
野

町
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
館
で
町
所
有
の
「
山
陽
新
報
」
の

調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
議
事
録
、「
山
陽
新
報
」

と
も
に
資
料
の
分
量
が
多
か
っ
た
た
め
、
一
度
の
調

査
で
は
終
わ
ら
ず
、
こ
れ
か
ら
も
調
査
を
継
続
し
て

い
き
ま
す
。

民
俗
部
会

（
部
会
長
：
前
原
委
員
、
副
部
会
長
：
安
倉
氏
）

　

８
月
に
部
会
を
実
施
し
、
調
査
報
告
や
今
後
の
調

査
予
定
の
協
議
を
行
い
ま
し
た
。
地
域
に
関
す
る

様
々
な
聞
き
取
り
調
査
も
続
い
て
い
ま
す
。
８
〜
９

月
に
は
、
勝
北
歴
史
民
俗
資
料
館
の
民
具
調
査
を
行

い
、
必
要
に
応
じ
て
写
真
撮
影
を
し
ま
し
た
。

　

民
話
編
に
関
し
て
は
、
今
ま
で
に
録
音
し
て
き
た

音
声
デ
ー
タ
の
文
字
起
こ
し
を
継
続
し
て
い
ま
す
。

部
会
通
信

（
平
成
28
年
８
月
〜
）

28
年
度
第
１
回 

編
さ
ん
委
員
会
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毎
回
好
評
の
「
美
作
学
講
座
」、
今
年
度
の
２
回
目
は
、
津
山
市
史

近
世
編
の
執
筆
者
の
東
昇
氏
を
講
師
に
お
迎
え
し
ま
し
た
。
東
氏
は
、

博
物
館
学
芸
員
と
し
て
の
ご
勤
務
を
経
て
、
今
は
京
都
府
立
大
学
で
教

鞭
を
執
る
か
た
わ
ら
、
日
本
近
世
史
を
幅
広
く
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

は
じ
め
に
、
鮎
漁
と
簗
の
現
状
に
つ
い
て
、
現
在
の
川
の
漁
法
を
概

観
し
た
上
で
解
説
さ
れ
ま
し
た
。
簗
と
は
、
川
に
誘
導
す
る
仕
掛
け
を

つ
く
り
、
下
っ
て
く
る
鮎
を
捕
る
漁
法
の
こ
と
で
、
現
在
の
簗
の
写
真

も
交
え
て
、
設
備
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
次
に
、
江
戸
時
代
の

書
物
に
、
美
作
の
産
物
と
し
て
鮎
が
出
て
く
る
こ
と
や
、
津
山
藩
が
幕

府
に
鮎
を
献
上
し
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

津
山
藩
で
は
、
藩
主
な
ど
の
川
狩
専
用
の
た
め
に
一
定
期
間
、
川
の

一
定
範
囲
を
禁
漁
に
し
て
い
ま
し
た
。
七
代
藩
主
斉
孝
が
頻
繁
に
川
狩

に
行
っ
て
い
る
様
子
、
８
代
藩
主
斉
民
が
、
実
の
父
親
で
あ
る
将
軍
徳

川
家
斉
に
加
茂
川
の
鮎
を
内
々
献
上
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
藩
主
と
の

関
わ
り
を
指
摘
し
、
ま
た
、
調
査
過
程
で
発
見
さ
れ
た
川
狩
に
関
す
る

施
設
の
図
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
続
い
て
、
簗
の
設
置
場
所
が
、
綾
部
・

院
庄
構
に
多
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

　

文
化
14
年
（
１
８
１
７
）、
郡
代
所
は
、
家
中
の
簗
設
置
に
対
す
る

領
民
の
影
響
を
調
査
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
簗
が
、
領
民
の
田
地

水
掛
り
・
渡
場
の
通
行
・
水
車
稼
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
と
判
明
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
簗
は
、
領
民
の
生
業
と

の
せ
め
ぎ
あ
い
の
中
で
設
置
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

　

鮎
と
い
う
身
近
な
魚
を
軸
に
、
漁
法
か
ら
は
じ
ま
り
、
藩
主
を
中
心

と
し
た
、
津
山
藩
と
幕
府
、
そ
し
て
藩
と
領
民
と
の
関
わ
り
、
領
民
の

生
活
へ
の
影
響
ま
で
、
絵
図
や
現
地
の
写
真
を
示
し
な
が
ら
お
話
し
い

た
だ
き
、聴
講
者
の
皆
さ
ん
は
熱
心
に
聴
き
入
っ
て
い
る
様
子
で
し
た
。

第2回の会場の様子

津
山
市
教
委
（
生
涯
学
習
課
）・
美
作
大
学
共
催

美
作
学
講
座

―

津
山
市
史
関
連
研
究
か
ら―

「
江
戸
時
代
の
津
山
の
鮎
・
簗
と
藩
主
」　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

講
師
：
東　

昇
氏

　
　
　
　
　
（
京
都
府
立
大
学
准
教
授
・
近
世
編
執
筆
者
）

第
２
回　
　

８
月
27
日

～調査中の資料から～ 勝北郡24か村の嘆願書「生野代官の支配にしないで」
■近世部会で調査中である旧勝北町域の安井家文書の中に、勝北郡の幕府領24か
村が文化14年（1817）に作成した嘆願書があります（左の写真はその一部）。末尾が
破れて無くなり宛所は不明ですが、幕府領の中での支配替えを嘆願しています。要点
のみ紹介すると、もともと飛脚便の往来がある大坂に比べて生野はそれが無く、わざ
わざ飛脚を仕立てる分だけ余計な出費がかさむため、従来通り大坂代官の支配に替
えてほしい、というものです。その他にも、荒れ地が多く土地柄が悪くて困窮している
状況が長々と述べ立てられていて、当時の村落の状況をうかがうことができる興味深
い資料です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （小島）

や
な
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は
じ
め
に

　

江
戸
と
国
元
を
二
年
ご
と
に
行
き
交
う

大
名
の
参
勤
交
代
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
が
、
奥
女
中
が
藩
主
と
相
前
後
し
て
江

戸
と
国
元
を
行
き
交
う
こ
と
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
は
い
な
い
①
。
こ
こ
で
は
、
津
山

藩
奥
女
中
の
参
勤
交
代
の
旅
を
紹
介
し
よ

う
。

　

津
山
に
は
有
名
な
大
名
行
列
図
が
あ
る
。

行
列
の
展
示
や
そ
の
図
録
、
参
勤
交
代
を

テ
ー
マ
に
し
た
書
籍
な
ど
に
は
よ
く
「
拾

万
石
御
加
増
後
初
御
入
国
御
供
立
之
図
」

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
行

列
図
は
、
藩
主
斉
孝
が
将
軍
家
斉
の
子
銀

之
助（
斉
民
）を
文
化
一
四
年（
一
八
一
七
）

に
養
子
と
し
て
迎
え
る
こ
と
に
よ
り
五
万

石
が
加
増
さ
れ
、
念
願
の
津
山
松
平
藩
草

創
期
の
一
〇
万
石
に
復
帰
し
た
後
の
初
入

国
行
列
図
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
当

時
の
も
の
で
は
な
く
、
明
治
一
七
年
に
完

成
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
記
の
写
真
Ⅰ
は
、

そ
の
行
列
図
の
前
段
に
描
か
れ
た
一
部
で
、

奥
女
中
が
藩
主
の
江
戸
発
駕
三
日
前
に
出

立
し
た
と
あ
り
、
奥
女
中
が
藩
主
と
相
前

後
し
て
国
元
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

　

で
は
、
い
つ
か
ら
奥
女
中
の
参
勤
の
旅

が
始
ま
っ
た
の
か
、
少
な
く
と
も
津
山
松

平
藩
初
代
宣
富
（
長
矩
）
の
時
代
に
は
見

当
た
ら
な
い
が
、
未
だ
調
査
中
な
の
で
、

明
ら
か
に
で
き
る
行
列
図
の
斉
孝
一
〇
万

石
復
帰
後
の
初
入
国
時
と
、
次
期
藩
主
斉

民
初
入
国
時
の
奥
女
中
の
旅
を
事
例
と
し

て
み
よ
う
。

斉
孝
一
〇
万
石
復
帰
後
の
初
入
国

　

一
〇
万
石
復
帰
後
の
文
政
元
年
（
一
八

一
八
）
五
月
九
日
、
斉
孝
は
ま
ず
日
光
に

参
詣
す
る
た
め
江
戸
を
出
発
し
、
参
詣
後

の
一
六
日
に
江
戸
屋
敷
に
は
立
ち
寄
る
が
、

旅
装
を
と
か
ず
そ
の
ま
ま
江
戸
を
出
発
す

る
。
そ
れ
に
先
立
つ
一
四
日
、
奥
女
中
た

ち
が
江
戸
を
出
立
し
て
い
る
（「
江
戸
日

記
」、
行
列
図
で
は
三
日
前
と
あ
る
）。
女

中
た
ち
は
六
月
二
日
津
山
に
到
着
し
、
翌

三
日
に
藩
主
斉
孝
が
到
着
し
て
い
る
。

　

国
元
に
向
け
出
立
し
た
奥
女
中
た
ち
の

人
数
は
不
明
だ
が
、
五
万
石
時
代
の
文
化

七
年
（
一
八
一
〇
）
四
月
二
五
日
に
出
立

し
た
奥
女
中
は
三
人
と
あ
り
、
女
中
差
添

と
し
て
二
人
の
家
臣
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
、
文
政
元
年
時
に
は
女
中
差

添
と
し
て
三
人
の
家
臣
が
付
け
ら
れ
て
い

る
。
行
列
図
（
写
真
Ⅰ
）
か
ら
は
「
女
中

差
添
小
泉
兵
衛
」「
女
中
差
添
御
医
師
宇

田
川
榕
庵
」「
長
局
付
御
役
人
小
林
傳
右

衛
門
」
と
あ
る
。
医
師
を
含
む
こ
と
は
、

注
目
さ
れ
る
。
差
添
役
人
が
二
人
か
ら
三

人
に
増
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
奥
女
中
は

四
〜
五
人
は
い
る
と
思
わ
れ
る
。
女
性
の

旅
は
、
特
に
武
家
の
女
は
「
入
鉄
砲
に
出

女
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
厳
し
く
規
制

さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
江
戸
を
出
発
す
る

と
き
に
は
、
箱
根
・
今
切
の
関
所
の
通
行

手
判
を
幕
府
留
守
居
佐
野
豊
前
守
へ
申
請

し
て
、
五
月
一
一
日
に
許
可
を
貰
っ
て
い

る
。
ま
た
、
国
元
に
着
い
た
奥
女
中
の
内
、

老
女
代
表
使
松
尾
と
い
う
女
中
が
江
戸
に

立
帰
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
六
月
九
日

に
京
都
所
司
代
ま
で
関
所
の
通
行
手
判
の

願
い
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
都
度
、
幕
府

の
許
可
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
六
月
一
二
日
に
出
発
し
た
奥
女
中

松
尾
は
、小
泉
兵
衛
・
宇
田
川
榕
庵
（
医
師
）

の
二
人
の
差
添
と
供
に
京･

大
坂
・
伊
勢

を
回
り
七
月
五
日
に
江
戸
に
帰
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
女
中
た
ち
の
一
行
は
、
ど

れ
ほ
ど
の
規
模
で
旅
を
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
奥
女
中
や
差
添
の
家
臣
は
述
べ
て

い
る
と
お
り
だ
が
、
こ
の
一
行
に
は
、「
国

元
日
記
」（
文
政
元
年
六
月
二
日
）
に
よ

る
と
、
人
足
一
九
人
・
軽
尻
馬
一
疋
の
先

触
れ
が
昨
夜
到
着
し
た
と
あ
る
。

　

翌
々
年
の
文
政
三
年
帰
国
時
に
は
、
三

月
一
六
日
先
触
れ
の
一
団
と
し
て
人
足
二

三
人･

本
馬
一
疋
・
軽
尻
馬
一
疋
が
出
立
し
、

同
日
夕
刻
に
は
奥
女
中
と
そ
の
差
添
の
家

臣
三
人
、
人
足
一
四
人･

本
馬
二
疋
の
一

団
が
出
立
し
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
合

計
人
足
三
七
人
・
本
馬
三
疋
・
軽
尻
馬
一

疋
が
女
中
一
行
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
女

中
一
行
は
、
差
添
の
家
臣
を
含
む
女
中
た

ち
一
団
と
荷
物
を
運
ぶ
先
触
れ
の
一
団
の

二
つ
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
女
中
た
ち
本
隊
の
一
団
は
、
奥
女
中

四
〜
五
人
に
、
記
録
に
は
出
て
こ
な
い
が

奥
女
中
の
世
話
を
す
る
下
女
た
ち
が
数
名
、

差
添
の
家
臣
三
人
と
人
足
一
四
人
、
お
よ

び
記
録
に
は
記
さ
れ
な
い
陪
臣
な
ど
を
入

れ
る
と
、
少
な
く
と
も
合
計
三
〇
人
ほ
ど

の
人
数
が
一
団
と
な
っ
て
旅
を
し
て
い
る
。

斉
民
の
初
入
国

　

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
一
一
月
、
前

藩
主
斉
孝
が
致
仕
し
、
斉
民
が
藩
主
と

な
っ
た
翌
三
年
春
、
津
山
へ
初
入
国
す
る
。

当
初
よ
り
津
山
藩
は
財
政
難
に
喘
い
で
い

た
こ
と
か
ら
、
将
軍
家
斉
の
子
と
い
っ
た

立
場
を
利
用
し
、
様
々
な
優
遇
措
置
を
願

い
出
て
い
る
。
ま
ず
、
初
入
国
に
際
し
て

は
物
入
り
多
く
、
幕
府
へ
五
千
両
を
拝
借

す
る
こ
と
を
願
い
出
て
許
さ
れ
て
い
る

（「
祐
筆
日
記
」
三
月
一
四
日
）。
ま
た
、

国
元
へ
供
を
す
る
奥
女
中
は
、
斉
民
が
斉

孝
の
養
子
と
し
て
津
山
藩
へ
移
っ
た
と
き
、

幕
府
よ
り
付
け
ら
れ
た
奥
女
中
一
三
人
の

う
ち
御
守
の
園
川
・
御
次
の
小
枝
・
呉
服

之
間
の
國
・
三
之
間
の
嶋
・
仲
居
の
澤
ら

五
人
が
津
山
に
供
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

彼
女
ら
の
給
金
は
す
べ
て
幕
府
持
ち
に

な
っ
て
お
り
、
三
月
一
四
日
に
は
彼
女
ら

の
切
米･

合
力
金
・
扶
持
方
・
五
菜
銀
・

そ
の
ほ
か
諸
渡
物
、
現
代
風
に
言
え
ば
、

本
給
と
諸
手
当
全
部
の
来
年（
天
保
四
年
）

四
月
分
ま
で
を
、
ま
と
め
て
出
立
以
前
に

渡
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
い
た
も
の
が

許
可
さ
れ
た
。「
祐
筆
日
記
」
に
よ
る
と
、

四
月
二
四
日
園
川
ら
五
人
と
「
御
使
番
頭

古
代
、
御
末
宮
路
・
花
桐
」
の
三
人
が
出

立
し
た
と
あ
り
、
合
計
八
人
の
奥
女
中
が

出
立
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
奥
女
中
た
ち

を
警
護
し
供
を
し
た
人
数
は
不
明
で
あ
る

が
、
差
添
の
家
臣
は
入
江
右
膳
・
野
間
了

庵
（
医
師
）・
鳥
沢
喜
八
の
三
人
で
、
五

月
一
二
日
津
山
に
着
い
て
い
る
。
斉
民
本

隊
は
、
女
中
出
立
よ
り
七
日
遅
れ
の
五
月

二
日
江
戸
を
出
立
、
同
一
八
日
津
山
に
到

着
し
て
い
る
。

　

翌
四
年
三
月
二
一
日
、
女
中
た
ち
一
行

が
江
戸
へ
向
け
津
山
を
出
立
。
女
中
た
ち

の
荷
物
を
運
ぶ
道
中
人
足
三
九
人
・
本
馬

四
疋
・
軽
尻
馬
一
疋
の
先
触
れ
一
団
と
、

差
添
の
家
臣
小
沢
四
郎
・
丸
尾
良
伯
（
医

師
）･

村
瀬
茂
七
の
三
名
を
供
と
す
る
女
中

た
ち
一
団
が
同
日
出
立
し
て
い
る
。
女
中

た
ち
一
団
の
女
中
数
や
人
馬
数
は
不
明
で

あ
る
が
、
翌
五
年
帰
国
時
で
は
奥
女
中
五

人
な
ら
び
に
下
女
ど
も
合
わ
せ
て
一
三
人

と
あ
り
、
前
年
も
同
じ
人
数
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
見
合
う
人

馬
数
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
、
女
中
た
ち

本
隊
の
一
団
は
、
五
〇
人
前
後
に
は
な
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
荷
物
を
運
ぶ
一

団
と
併
せ
て
み
れ
ば
、
前
藩
主
斉
孝
の
時

よ
り
格
段
に
多
い
人
数
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
斉
民
付
の
女
中
は
、
幕
府
よ
り

の
御
付
女
中
で
あ
る
か
ら
、
街
道
の
往
還

に
は
特
別
な
優
遇
措
置
が
あ
っ
た
。
そ
れ

が
分
か
る
の
が
、
天
保
五
年
の
江
戸
よ
り

国
元
へ
の
旅
の
時
で
あ
る
。

　

天
保
五
年
二
月
二
四
日
、
津
山
藩
邸
が

火
災
に
見
舞
わ
れ
た
。
こ
の
春
、
国
元
へ

帰
国
す
る
と
き
、
類
焼
を
機
に
斉
民
本
隊

の
東
海
道
往
還
の
人
馬
不
足
を
理
由
に

「
御
定
法
人
馬
」
五
〇
人
五
〇
疋
の
外
に

二
五
人
二
五
疋
を
加
増
し
て
ほ
し
い
と
願

い
出
て
い
る
。
一
応
今
年
度
限
り
で
許
可

が
下
り
て
い
る
。
こ
の
時
は
「
当
日
人
足

七
十
五
人
、
馬
七
十
五
疋
、
御
定
江
戸
銭

を
以
継
立
之
義
、
此
度
限
り
承
届
候
、
其

餘
不
足
之
分
者
、
手
人
馬
、
通
し
日
雇
又

者
相
対
雇
可
被
致
候
」（「
江
戸
日
記
」
三

月
二
日
）
と
あ
り
、
願
い
出
通
り
許
可
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
馬
の
費
用
は
定

法
通
り
必
要
で
、
そ
れ
以
上
の
荷
物
は
手

持
ち
の
人
馬
や
通
し
日
雇
ま
た
は
相
対
で

雇
う
人
足
で
賄
え
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

奥
女
中
の
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に
処
理
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
「
三
河
守
附
女
中
五
人
并
下
女
共
都
合

十
三
人
、
此
度
帰
国
之
節
罷
越
東
海
道
旅

行
仕
候
右
女
中
五
人
者
、
御
本
丸
ゟ
御
扶

持
方
茂
被
下
置
候
も
の
ゝ
義
ニ
而
、
御
定

法
之
通
二
十
五
人
二
十
五
疋
之
人
馬
遣

候
」（「
江
戸
日
記
」
天
保
五
年
三
月
二
日
）

と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
は
不
足
な
の
で
、

さ
ら
に
二
五
人
二
五
疋
を
加
え
て
五
〇
人

五
〇
疋
に
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
い
る
。

「
女
中
五
人
者
御
本
丸
ゟ
御
扶
持
方
を
も

被
下
候
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
度
限

り
一
日
の
継
人
馬
五
〇
人
五
〇
疋
を
許
可

す
る
と
の
承
諾
を
得
て
い
る
（
写
真
Ⅱ
）。

こ
こ
で
は
、
女
中
の
継
人
馬
は
、
幕
府
持

ち
で
あ
り
、
幕
府
奥
女
中
の
身
分
で
通
行

し
て
い
る
。
そ
れ
を
斉
民
は
う
ま
く
利
用

し
経
費
を
浮
か
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
御
付
女
中
に
対
す
る
特
例
措
置

は
、
以
後
も
毎
年
幕
府
へ
願
い
出
て
許
可

研究ノート
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さ
れ
て
い
る
。
天
保
一
一
年
か
ら
は
そ
の

記
載
が
な
い
の
で
、
こ
の
年
か
ら
特
例
措

置
は
な
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の

後
も
幕
府
の
御
付
女
中
と
し
て
の
身
分
に

は
変
化
は
な
い
の
で
、
依
然
と
し
て
二
五

人
二
五
疋
の
継
人
馬
の
費
用
は
幕
府
持
ち

で
あ
っ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

奥
女
中
の
構
成
と
行
列
図

　

藩
主
の
参
勤
と
相
前
後
し
て
旅
す
る
奥

女
中
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
供
を
す
る

の
で
あ
ろ
う
。
典
型
的
な
事
例
は
、
斉
民

の
御
付
女
中
で
あ
る
。
斉
民
五
才
で
斉
孝

の
養
子
に
な
っ
た
翌
年
（
文
政
元
）
の
分

限
帳
に
は
、
若
殿
様
御
守
女
中
園
川
と
亀

尾
、
御
付
女
中
さ
よ
・
い
そ
・
さ
の
・
ふ
く
、

呉
服
之
間
く
に
・
み
き
・
し
ま
・
つ
ち･

ゑ
川
、

御
仲
居
夕
霧
・
い
わ
根
の
一
三
名
が
記
さ

れ
て
い
る
。
斉
民
（
一
九
才
）
初
入
国
の

時
に
供
と
し
て
津
山
に
行
っ
た
の
は
、
前

述
の
「
守
園
川
・
次
小
枝
・
呉
服
之
間
國
・

三
之
間
嶋
・
仲
居
澤
」
の
五
名
で
あ
る
。

澤
の
み
分
限
帳
に
は
登
録
さ
れ
て
い
な
い

が
、
少
な
く
と
も
天
保
一
一
年
津
山
へ
向

け
出
立
し
た
時
ま
で
同
一
人
物
五
名
が
供

と
し
て
津
山
へ
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
藩
主
の
幼
少
期
か
ら
側
で
養
育

に
当
た
っ
た
女
中
が
、
つ
ね
に
藩
主
の
日

常
の
世
話
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

藩
主
も
自
身
の
好
み
や
日
常
の
行
動
を
よ

く
知
っ
て
い
る
女
中
が
側
に
い
る
こ
と
を

必
要
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
可
能

と
し
た
の
は
、
奥
の
組
織
か
ら
も
推
察
で

き
る
。
時
代
が
上
が
る
が
、
初
代
藩
主
宣

富
死
去
の
翌
年
享
保
七
年
の
江
戸
分
限
帳

に
は
、
宣
富
付
女
中
は
「
御
表
女
中
」
と

さ
れ
、
正
室
付
・
姫
付
・
藩
主
の
養
母
付
・

実
母
付
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
て
記
載

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
年
寄･

中
老
な
ど
が

必
要
に
応
じ
て
置
か
れ
、
各
付
女
中
は
グ

ル
ー
プ
毎
に
独
立
し
て
組
織
さ
れ
、
正
室

が
す
べ
て
奥
を
統
制
管
理
し
た
よ
う
で
は

な
い
。
奥
の
組
織
が
ど
の
よ
う
に
し
て
つ

く
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
時
代
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
は
今
後
の
課

題
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
藩
主
の
こ

と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
藩
主
付
の
「
御
表

女
中
」
が
、
他
の
付
女
中
に
は
影
響
を
与

え
ず
、
つ
ね
に
藩
主
と
行
動
を
共
に
し
て

江
戸
と
国
元
を
往
復
で
き
る
状
況
が
あ
る
。

　

次
に
奥
女
中
た
ち
の
旅
の
出
立
ち
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

  

池
田
家
文
庫
に
は
、
寛
政
九
年
（
一
七

九
七
）
の
「
御
先
女
中
行
列
」②
と
い
う

文
書
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
一
〇
人
の
奥
女

中
に
広
敷
と
広
敷
番
の
二
人
の
家
臣
が
差

し
添
え
ら
れ
、
乗
物
七
台
に
足
軽
一
三
人

･

挟
箱
持
ち
八
人
・
陸
尺
（
駕
籠
か
き
人
足
）

二
八
人
・
下
男
一
人
、
合
羽
籠
持
ち
（
雨

具
を
運
ぶ
人
足
）
と
又
下
女
（
奥
女
中
の

下
女
）
は
「
段
々
」
と
記
さ
れ
人
数
は
書

か
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
合
計
人
数
七
〇

人
を
超
え
る
行
列
と
な
っ
て
い
る
。
行
列

は
、
乗
物
の
両
脇
に
は
足
軽
が
付
き
、
そ

の
後
に
道
具
を
入
れ
た
挟
箱
持
ち
が
そ
れ

ぞ
れ
に
付
き
、
締
め
と
し
て
広
敷
と
広
敷

番
が
家
臣
の
最
後
に
位
置
し
、
そ
の
後
に

合
羽
籠
持
ち･

又
下
女
の
陪
臣
が
列
び
、

整
然
と
し
た
行
列
順
序
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
文
書
の
表
題
か
ら
も
、
藩
主
の

行
列
と
は
別
に
女
中
が
行
列
を
立
て
て
旅

を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
岡

山
藩
の
史
料
で
は
医
師
の
同
行
は
確
認
で

き
な
い
の
に
対
し
、
津
山
藩
で
は
常
に
医

師
が
同
行
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

　

三
二
万
石
の
岡
山
藩
と
比
べ
れ
ば
、
一

〇
万
石
の
津
山
藩
で
は
あ
る
が
、
津
山
藩

で
も
斉
民
の
時
に
は
五
〇
人
前
後
の
人
数

に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
東
海
道
往
還
で

は
幕
府
よ
り
支
給
さ
れ
る
継
人
馬
が
利
用

で
き
、
親
藩
の
大
名
家
と
し
て
格
式
高
く

行
列
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
裏
付

け
る
御
女
中
一
行
の
先
触
れ
文
書
も
残
さ

れ
て
い
る
。
写
真
Ⅲ
の
文
書
は
天
保
三
年

（
一
八
三
二
）
四
月
二
二
日
の
書
状
③
で
、

明
後
日
の
四
月
二
四
日
に
女
中
お
よ
び
差

添
が
出
立
し
、供
に
は
道
中
人
足
二
二
人
・

本
馬
五
疋
の
一
団
が
行
く
の
で
、
い
つ
も

の
よ
う
に
お
取
り
は
か
ら
い
下
さ
い
と

い
っ
た
文
書
が
送
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
奥
女
中
の
行
列
も
藩
主
の
本
隊
と

同
じ
よ
う
な
先
触
れ
が
廻
り
、
少
人
数
な

が
ら
き
ち
ん
と
し
た
行
列
を
作
っ
て
江
戸

と
国
元
を
往
還
し
て
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

で
は
、
文
頭
で
述
べ
た
「
拾
万
石
御
加

増
後
初
御
入
国
御
供
立
之
図
」
の
御
先
女

中
の
図
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
。

　

絵
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
女
中
差
添

小
泉
兵
衛
な
ど
三
人
の
家
臣
の
姿
は
描
か

れ
て
い
る
が
、
女
中
は
一
人
も
描
か
れ
て

い
な
い
。
先
触
れ
の
一
団
と
は
別
に
、
少

な
く
と
も
三
〇
人
ほ
ど
の
女
中
た
ち
一
団

が
行
列
を
し
て
旅
を
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。

な
ぜ
、
女
中
の
姿
を
描
い
て
い
な
い
の
か
。

　

大
名
行
列
図
と
し
て
図
録
な
ど
に
も
っ

と
も
多
く
紹
介
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
津
山

藩
の
行
列
図
と
「
加
賀
藩
大
名
行
列
図
屏

風
」で
あ
る
。「
加
賀
藩
大
名
行
列
図
屏
風
」

は
昭
和
一
五
年
に
完
成
し
た
と
さ
れ
る
が
、

江
戸
期
に
書
か
れ
た
画
像
史
料
を
も
と
に

作
成
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
記
録
性
・
信

憑
性
が
高
い
と
い
う
④
。

　

明
治
一
七
年
に
完
成
さ
れ
た
津
山
藩
の

行
列
図
に
お
い
て
も
、
最
大
限
盛
大
に
描

く
た
め
に
、
先
遣
隊
や
三
日
前
に
出
立
し

た
御
先
女
中
一
行
お
よ
び
勝
間
田
ま
で
迎

え
に
行
っ
た
一
行
ま
で
描
き
加
え
て
い
る

が
、
そ
の
後
の
部
分
、
つ
ま
り
江
戸
を
出

発
す
る
藩
主
本
隊
部
分
か
ら
の
行
列
は
、

「
江
戸
日
記
」
に
あ
る
行
列
記
録
（
文
化

一
五
年
五
月
一
六
日
）
と
、
ほ
ぼ
同
じ
順

序
と
人
数
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、

当
時
の
史
料
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
近
代

に
な
っ
て
作
成
さ
れ
た
大
名
行
列
図
も
、

そ
の
記
録
性
と
し
て
は
、
あ
る
程
度
信
憑

性
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

で
は
、
か
な
り
の
記
録
性
が
あ
る
津
山

藩
の
行
列
図
に
、
態
々
、
三
日
前
に
出
発

し
た
御
先
女
中
の
一
団
を
描
い
て
い
る
の

に
、
な
ぜ
女
中
の
姿
は
描
か
れ
な
か
っ
た

の
か
、
疑
問
が
わ
く
。
描
か
れ
な
か
っ
た

理
由
の
一
つ
は
、
大
名
行
列
は
武
威
を
示

す
た
め
の
軍
団
と
し
て
行
列
し
て
い
る
の

だ
か
ら
、
女
を
描
く
こ
と
を
良
と
し
な

か
っ
た
の
か
、
二
つ
目
は
、
近
代
に
な
り

女
性
の
公
的
存
在
を
規
制
す
る
ジ
ェ
ン

ダ
ー
が
よ
り
強
く
な
っ
た
か
ら
か
、
図
録

･

書
籍
等
で
見
た
範
囲
で
は
津
山
藩
以
外

の
大
名
行
列
図
の
ほ
と
ん
ど
が
本
隊
の
み

記
さ
れ
、
先
遣
隊
が
描
か
れ
て
い
な
い
の

で
、
江
戸
期
の
も
の
と
比
較
し
よ
う
が
な

い
の
で
な
ん
と
も
言
え
な
い
。
し
か
し
、

ど
ち
ら
の
理
由
に
し
て
も
、
女
を
表
の
社

会
か
ら
見
え
な
い
も
の
と
し
て
不
可
視
化

し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
⑤
。

　
「
拾
万
石
御
加
増
後
初
御
入
国
御
供
立

之
図
」
か
ら
、
女
中
の
参
勤
交
代
の
存
在

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

そ
の
行
列
に
な
ぜ
女
中
が
描
か
れ
な
か
っ

た
か
な
ど
今
後
の
課
題
も
見
え
て
き
た
。

女
性
の
視
点
か
ら
見
直
し
て
み
る
と
、
ま

た
違
っ
た
歴
史
像
に
出
会
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

注
記

①　

先
行
研
究
で
は
、
鳥
取
藩
の
奥
女
中
に
つ

い
て
福
田
千
鶴
が
「
参
勤
交
代
に
お
け
る
女

性
の
旅
」（『
九
州
産
業
大
学
国
際
文
化
学
部

紀
要
第
五
三
号
』
平
成
二
四
年
一
二
月
）
で

発
表
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
ま
だ
奥
女
中
の

旅
は
研
究
の
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

②　

池
田
家
文
庫
Ｃ
五―

三
八
二（
寛
政
九
年
）

③　

作
成
年
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

次
の
こ
と
か
ら
天
保
三
年
と
確
認
で
き
る
。

ま
ず
、
差
出
人
の
柴
山
勇
記
が
「
勘
定
奉
行

御
徒
頭
兼
帯
」
の
役
職
を
担
っ
て
い
た
期
間

と
、
宛
先
の
伊
丹
健
左
衞
門
の
「
大
坂
御
屋

敷
惣
目
付
并
表
勤
銀
主
応
対
御
金
方
目
付
東

西
飛
脚
御
取
斗
」
の
役
職
期
間
が
一
致
す
る

文
政
一
三
年
か
ら
天
保
五
年
の
間
に
、
文
中

に
登
場
す
る
入
江
右
膳
が
女
中
差
添
と
し
て

津
山
へ
向
け
江
戸
を
天
保
三
年
四
月
二
四
日

に
出
立
し
た
こ
と
が
、「
国
元
日
記
」（
五
月

一
二
日
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

④　

久
留
島
浩
『
描
か
れ
た
行
列　

武
士
・
異

国
・
祭
礼
』
東
京
大
学
出
版
会　

二
〇
一
五

年
⑤『
行
列
に
み
る
近
世―

武
士
と
異
国
と
祭
礼

と―

』（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
企
画
展
示

図
録
、
二
〇
一
二
年
）
に
よ
る
と
、『
徳
川

盛
世
録
』（
市
岡
正
一
編　

明
治
二
二
年
）

や
『
松
の
榮
』（
歌
川
国
貞
画
、明
治
二
二
年
）

な
ど
の
徳
川
家
の
姫
君
の
行
列
図
で
は
、
奥

女
中
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
参

勤
交
代
の
大
名
行
列
図
の
中
に
は
見
当
た
ら

な
か
っ
た
。

＊
本
文
の
主
な
史
料
は
、「
江
戸
日
記
」
と
「
国

元
日
記
」
に
よ
る
。
と
く
に
注
記
が
な
い
も

の
は
同
史
料
で
、
上
記
以
外
の
場
合
は
典
拠

を
記
し
て
い
る
。

お
も
て
つ
か
い

か
ら
し
り
う
ま
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は
じ
め
に

　

江
戸
と
国
元
を
二
年
ご
と
に
行
き
交
う

大
名
の
参
勤
交
代
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
が
、
奥
女
中
が
藩
主
と
相
前
後
し
て
江

戸
と
国
元
を
行
き
交
う
こ
と
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
は
い
な
い
①
。
こ
こ
で
は
、
津
山

藩
奥
女
中
の
参
勤
交
代
の
旅
を
紹
介
し
よ

う
。

　

津
山
に
は
有
名
な
大
名
行
列
図
が
あ
る
。

行
列
の
展
示
や
そ
の
図
録
、
参
勤
交
代
を

テ
ー
マ
に
し
た
書
籍
な
ど
に
は
よ
く
「
拾

万
石
御
加
増
後
初
御
入
国
御
供
立
之
図
」

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
行

列
図
は
、
藩
主
斉
孝
が
将
軍
家
斉
の
子
銀

之
助（
斉
民
）を
文
化
一
四
年（
一
八
一
七
）

に
養
子
と
し
て
迎
え
る
こ
と
に
よ
り
五
万

石
が
加
増
さ
れ
、
念
願
の
津
山
松
平
藩
草

創
期
の
一
〇
万
石
に
復
帰
し
た
後
の
初
入

国
行
列
図
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
当

時
の
も
の
で
は
な
く
、
明
治
一
七
年
に
完

成
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
記
の
写
真
Ⅰ
は
、

そ
の
行
列
図
の
前
段
に
描
か
れ
た
一
部
で
、

奥
女
中
が
藩
主
の
江
戸
発
駕
三
日
前
に
出

立
し
た
と
あ
り
、
奥
女
中
が
藩
主
と
相
前

後
し
て
国
元
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

　

で
は
、
い
つ
か
ら
奥
女
中
の
参
勤
の
旅

が
始
ま
っ
た
の
か
、
少
な
く
と
も
津
山
松

平
藩
初
代
宣
富
（
長
矩
）
の
時
代
に
は
見

当
た
ら
な
い
が
、
未
だ
調
査
中
な
の
で
、

明
ら
か
に
で
き
る
行
列
図
の
斉
孝
一
〇
万

石
復
帰
後
の
初
入
国
時
と
、
次
期
藩
主
斉

民
初
入
国
時
の
奥
女
中
の
旅
を
事
例
と
し

て
み
よ
う
。

斉
孝
一
〇
万
石
復
帰
後
の
初
入
国

　

一
〇
万
石
復
帰
後
の
文
政
元
年
（
一
八

一
八
）
五
月
九
日
、
斉
孝
は
ま
ず
日
光
に

参
詣
す
る
た
め
江
戸
を
出
発
し
、
参
詣
後

の
一
六
日
に
江
戸
屋
敷
に
は
立
ち
寄
る
が
、

旅
装
を
と
か
ず
そ
の
ま
ま
江
戸
を
出
発
す

る
。
そ
れ
に
先
立
つ
一
四
日
、
奥
女
中
た

ち
が
江
戸
を
出
立
し
て
い
る
（「
江
戸
日

記
」、
行
列
図
で
は
三
日
前
と
あ
る
）。
女

中
た
ち
は
六
月
二
日
津
山
に
到
着
し
、
翌

三
日
に
藩
主
斉
孝
が
到
着
し
て
い
る
。

　

国
元
に
向
け
出
立
し
た
奥
女
中
た
ち
の

人
数
は
不
明
だ
が
、
五
万
石
時
代
の
文
化

七
年
（
一
八
一
〇
）
四
月
二
五
日
に
出
立

し
た
奥
女
中
は
三
人
と
あ
り
、
女
中
差
添

と
し
て
二
人
の
家
臣
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
、
文
政
元
年
時
に
は
女
中
差

添
と
し
て
三
人
の
家
臣
が
付
け
ら
れ
て
い

る
。
行
列
図
（
写
真
Ⅰ
）
か
ら
は
「
女
中

差
添
小
泉
兵
衛
」「
女
中
差
添
御
医
師
宇

田
川
榕
庵
」「
長
局
付
御
役
人
小
林
傳
右

衛
門
」
と
あ
る
。
医
師
を
含
む
こ
と
は
、

注
目
さ
れ
る
。
差
添
役
人
が
二
人
か
ら
三

人
に
増
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
奥
女
中
は

四
〜
五
人
は
い
る
と
思
わ
れ
る
。
女
性
の

旅
は
、
特
に
武
家
の
女
は
「
入
鉄
砲
に
出

女
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
厳
し
く
規
制

さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
江
戸
を
出
発
す
る

と
き
に
は
、
箱
根
・
今
切
の
関
所
の
通
行

手
判
を
幕
府
留
守
居
佐
野
豊
前
守
へ
申
請

し
て
、
五
月
一
一
日
に
許
可
を
貰
っ
て
い

る
。
ま
た
、
国
元
に
着
い
た
奥
女
中
の
内
、

老
女
代
表
使
松
尾
と
い
う
女
中
が
江
戸
に

立
帰
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
六
月
九
日

に
京
都
所
司
代
ま
で
関
所
の
通
行
手
判
の

願
い
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
都
度
、
幕
府

の
許
可
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
六
月
一
二
日
に
出
発
し
た
奥
女
中

松
尾
は
、小
泉
兵
衛
・
宇
田
川
榕
庵
（
医
師
）

の
二
人
の
差
添
と
供
に
京･

大
坂
・
伊
勢

を
回
り
七
月
五
日
に
江
戸
に
帰
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
女
中
た
ち
の
一
行
は
、
ど

れ
ほ
ど
の
規
模
で
旅
を
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
奥
女
中
や
差
添
の
家
臣
は
述
べ
て

い
る
と
お
り
だ
が
、
こ
の
一
行
に
は
、「
国

元
日
記
」（
文
政
元
年
六
月
二
日
）
に
よ

る
と
、
人
足
一
九
人
・
軽
尻
馬
一
疋
の
先

触
れ
が
昨
夜
到
着
し
た
と
あ
る
。

　

翌
々
年
の
文
政
三
年
帰
国
時
に
は
、
三

月
一
六
日
先
触
れ
の
一
団
と
し
て
人
足
二

三
人･

本
馬
一
疋
・
軽
尻
馬
一
疋
が
出
立
し
、

同
日
夕
刻
に
は
奥
女
中
と
そ
の
差
添
の
家

臣
三
人
、
人
足
一
四
人･

本
馬
二
疋
の
一

団
が
出
立
し
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
合

計
人
足
三
七
人
・
本
馬
三
疋
・
軽
尻
馬
一

疋
が
女
中
一
行
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
女

中
一
行
は
、
差
添
の
家
臣
を
含
む
女
中
た

ち
一
団
と
荷
物
を
運
ぶ
先
触
れ
の
一
団
の

二
つ
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
女
中
た
ち
本
隊
の
一
団
は
、
奥
女
中

四
〜
五
人
に
、
記
録
に
は
出
て
こ
な
い
が

奥
女
中
の
世
話
を
す
る
下
女
た
ち
が
数
名
、

差
添
の
家
臣
三
人
と
人
足
一
四
人
、
お
よ

び
記
録
に
は
記
さ
れ
な
い
陪
臣
な
ど
を
入

れ
る
と
、
少
な
く
と
も
合
計
三
〇
人
ほ
ど

の
人
数
が
一
団
と
な
っ
て
旅
を
し
て
い
る
。

斉
民
の
初
入
国

　

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
一
一
月
、
前

藩
主
斉
孝
が
致
仕
し
、
斉
民
が
藩
主
と

な
っ
た
翌
三
年
春
、
津
山
へ
初
入
国
す
る
。

当
初
よ
り
津
山
藩
は
財
政
難
に
喘
い
で
い

た
こ
と
か
ら
、
将
軍
家
斉
の
子
と
い
っ
た

立
場
を
利
用
し
、
様
々
な
優
遇
措
置
を
願

い
出
て
い
る
。
ま
ず
、
初
入
国
に
際
し
て

は
物
入
り
多
く
、
幕
府
へ
五
千
両
を
拝
借

す
る
こ
と
を
願
い
出
て
許
さ
れ
て
い
る

（「
祐
筆
日
記
」
三
月
一
四
日
）。
ま
た
、

国
元
へ
供
を
す
る
奥
女
中
は
、
斉
民
が
斉

孝
の
養
子
と
し
て
津
山
藩
へ
移
っ
た
と
き
、

幕
府
よ
り
付
け
ら
れ
た
奥
女
中
一
三
人
の

う
ち
御
守
の
園
川
・
御
次
の
小
枝
・
呉
服

之
間
の
國
・
三
之
間
の
嶋
・
仲
居
の
澤
ら

五
人
が
津
山
に
供
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

彼
女
ら
の
給
金
は
す
べ
て
幕
府
持
ち
に

な
っ
て
お
り
、
三
月
一
四
日
に
は
彼
女
ら

の
切
米･

合
力
金
・
扶
持
方
・
五
菜
銀
・

そ
の
ほ
か
諸
渡
物
、
現
代
風
に
言
え
ば
、

本
給
と
諸
手
当
全
部
の
来
年（
天
保
四
年
）

四
月
分
ま
で
を
、
ま
と
め
て
出
立
以
前
に

渡
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
い
た
も
の
が

許
可
さ
れ
た
。「
祐
筆
日
記
」
に
よ
る
と
、

四
月
二
四
日
園
川
ら
五
人
と
「
御
使
番
頭

古
代
、
御
末
宮
路
・
花
桐
」
の
三
人
が
出

立
し
た
と
あ
り
、
合
計
八
人
の
奥
女
中
が

出
立
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
奥
女
中
た
ち

を
警
護
し
供
を
し
た
人
数
は
不
明
で
あ
る

が
、
差
添
の
家
臣
は
入
江
右
膳
・
野
間
了

庵
（
医
師
）・
鳥
沢
喜
八
の
三
人
で
、
五

月
一
二
日
津
山
に
着
い
て
い
る
。
斉
民
本

隊
は
、
女
中
出
立
よ
り
七
日
遅
れ
の
五
月

二
日
江
戸
を
出
立
、
同
一
八
日
津
山
に
到

着
し
て
い
る
。

　

翌
四
年
三
月
二
一
日
、
女
中
た
ち
一
行

が
江
戸
へ
向
け
津
山
を
出
立
。
女
中
た
ち

の
荷
物
を
運
ぶ
道
中
人
足
三
九
人
・
本
馬

四
疋
・
軽
尻
馬
一
疋
の
先
触
れ
一
団
と
、

差
添
の
家
臣
小
沢
四
郎
・
丸
尾
良
伯
（
医

師
）･

村
瀬
茂
七
の
三
名
を
供
と
す
る
女
中

た
ち
一
団
が
同
日
出
立
し
て
い
る
。
女
中

た
ち
一
団
の
女
中
数
や
人
馬
数
は
不
明
で

あ
る
が
、
翌
五
年
帰
国
時
で
は
奥
女
中
五

人
な
ら
び
に
下
女
ど
も
合
わ
せ
て
一
三
人

と
あ
り
、
前
年
も
同
じ
人
数
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
見
合
う
人

馬
数
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
、
女
中
た
ち

本
隊
の
一
団
は
、
五
〇
人
前
後
に
は
な
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
荷
物
を
運
ぶ
一

団
と
併
せ
て
み
れ
ば
、
前
藩
主
斉
孝
の
時

よ
り
格
段
に
多
い
人
数
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
斉
民
付
の
女
中
は
、
幕
府
よ
り

の
御
付
女
中
で
あ
る
か
ら
、
街
道
の
往
還

に
は
特
別
な
優
遇
措
置
が
あ
っ
た
。
そ
れ

が
分
か
る
の
が
、
天
保
五
年
の
江
戸
よ
り

国
元
へ
の
旅
の
時
で
あ
る
。

　

天
保
五
年
二
月
二
四
日
、
津
山
藩
邸
が

火
災
に
見
舞
わ
れ
た
。
こ
の
春
、
国
元
へ

帰
国
す
る
と
き
、
類
焼
を
機
に
斉
民
本
隊

の
東
海
道
往
還
の
人
馬
不
足
を
理
由
に

「
御
定
法
人
馬
」
五
〇
人
五
〇
疋
の
外
に

二
五
人
二
五
疋
を
加
増
し
て
ほ
し
い
と
願

い
出
て
い
る
。
一
応
今
年
度
限
り
で
許
可

が
下
り
て
い
る
。
こ
の
時
は
「
当
日
人
足

七
十
五
人
、
馬
七
十
五
疋
、
御
定
江
戸
銭

を
以
継
立
之
義
、
此
度
限
り
承
届
候
、
其

餘
不
足
之
分
者
、
手
人
馬
、
通
し
日
雇
又

者
相
対
雇
可
被
致
候
」（「
江
戸
日
記
」
三

月
二
日
）
と
あ
り
、
願
い
出
通
り
許
可
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
馬
の
費
用
は
定

法
通
り
必
要
で
、
そ
れ
以
上
の
荷
物
は
手

持
ち
の
人
馬
や
通
し
日
雇
ま
た
は
相
対
で

雇
う
人
足
で
賄
え
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

奥
女
中
の
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に
処
理
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
「
三
河
守
附
女
中
五
人
并
下
女
共
都
合

十
三
人
、
此
度
帰
国
之
節
罷
越
東
海
道
旅

行
仕
候
右
女
中
五
人
者
、
御
本
丸
ゟ
御
扶

持
方
茂
被
下
置
候
も
の
ゝ
義
ニ
而
、
御
定

法
之
通
二
十
五
人
二
十
五
疋
之
人
馬
遣

候
」（「
江
戸
日
記
」
天
保
五
年
三
月
二
日
）

と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
は
不
足
な
の
で
、

さ
ら
に
二
五
人
二
五
疋
を
加
え
て
五
〇
人

五
〇
疋
に
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
い
る
。

「
女
中
五
人
者
御
本
丸
ゟ
御
扶
持
方
を
も

被
下
候
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
度
限

り
一
日
の
継
人
馬
五
〇
人
五
〇
疋
を
許
可

す
る
と
の
承
諾
を
得
て
い
る
（
写
真
Ⅱ
）。

こ
こ
で
は
、
女
中
の
継
人
馬
は
、
幕
府
持

ち
で
あ
り
、
幕
府
奥
女
中
の
身
分
で
通
行

し
て
い
る
。
そ
れ
を
斉
民
は
う
ま
く
利
用

し
経
費
を
浮
か
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
御
付
女
中
に
対
す
る
特
例
措
置

は
、
以
後
も
毎
年
幕
府
へ
願
い
出
て
許
可
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さ
れ
て
い
る
。
天
保
一
一
年
か
ら
は
そ
の

記
載
が
な
い
の
で
、
こ
の
年
か
ら
特
例
措

置
は
な
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の

後
も
幕
府
の
御
付
女
中
と
し
て
の
身
分
に

は
変
化
は
な
い
の
で
、
依
然
と
し
て
二
五

人
二
五
疋
の
継
人
馬
の
費
用
は
幕
府
持
ち

で
あ
っ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

奥
女
中
の
構
成
と
行
列
図

　

藩
主
の
参
勤
と
相
前
後
し
て
旅
す
る
奥

女
中
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
供
を
す
る

の
で
あ
ろ
う
。
典
型
的
な
事
例
は
、
斉
民

の
御
付
女
中
で
あ
る
。
斉
民
五
才
で
斉
孝

の
養
子
に
な
っ
た
翌
年
（
文
政
元
）
の
分

限
帳
に
は
、
若
殿
様
御
守
女
中
園
川
と
亀

尾
、
御
付
女
中
さ
よ
・
い
そ
・
さ
の
・
ふ
く
、

呉
服
之
間
く
に
・
み
き
・
し
ま
・
つ
ち･

ゑ
川
、

御
仲
居
夕
霧
・
い
わ
根
の
一
三
名
が
記
さ

れ
て
い
る
。
斉
民
（
一
九
才
）
初
入
国
の

時
に
供
と
し
て
津
山
に
行
っ
た
の
は
、
前

述
の
「
守
園
川
・
次
小
枝
・
呉
服
之
間
國
・

三
之
間
嶋
・
仲
居
澤
」
の
五
名
で
あ
る
。

澤
の
み
分
限
帳
に
は
登
録
さ
れ
て
い
な
い

が
、
少
な
く
と
も
天
保
一
一
年
津
山
へ
向

け
出
立
し
た
時
ま
で
同
一
人
物
五
名
が
供

と
し
て
津
山
へ
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
藩
主
の
幼
少
期
か
ら
側
で
養
育

に
当
た
っ
た
女
中
が
、
つ
ね
に
藩
主
の
日

常
の
世
話
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

藩
主
も
自
身
の
好
み
や
日
常
の
行
動
を
よ

く
知
っ
て
い
る
女
中
が
側
に
い
る
こ
と
を

必
要
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
可
能

と
し
た
の
は
、
奥
の
組
織
か
ら
も
推
察
で

き
る
。
時
代
が
上
が
る
が
、
初
代
藩
主
宣

富
死
去
の
翌
年
享
保
七
年
の
江
戸
分
限
帳

に
は
、
宣
富
付
女
中
は
「
御
表
女
中
」
と

さ
れ
、
正
室
付
・
姫
付
・
藩
主
の
養
母
付
・

実
母
付
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
て
記
載

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
年
寄･

中
老
な
ど
が

必
要
に
応
じ
て
置
か
れ
、
各
付
女
中
は
グ

ル
ー
プ
毎
に
独
立
し
て
組
織
さ
れ
、
正
室

が
す
べ
て
奥
を
統
制
管
理
し
た
よ
う
で
は

な
い
。
奥
の
組
織
が
ど
の
よ
う
に
し
て
つ

く
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
時
代
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
は
今
後
の
課

題
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
藩
主
の
こ

と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
藩
主
付
の
「
御
表

女
中
」
が
、
他
の
付
女
中
に
は
影
響
を
与

え
ず
、
つ
ね
に
藩
主
と
行
動
を
共
に
し
て

江
戸
と
国
元
を
往
復
で
き
る
状
況
が
あ
る
。

　

次
に
奥
女
中
た
ち
の
旅
の
出
立
ち
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

  

池
田
家
文
庫
に
は
、
寛
政
九
年
（
一
七

九
七
）
の
「
御
先
女
中
行
列
」②
と
い
う

文
書
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
一
〇
人
の
奥
女

中
に
広
敷
と
広
敷
番
の
二
人
の
家
臣
が
差

し
添
え
ら
れ
、
乗
物
七
台
に
足
軽
一
三
人

･

挟
箱
持
ち
八
人
・
陸
尺
（
駕
籠
か
き
人
足
）

二
八
人
・
下
男
一
人
、
合
羽
籠
持
ち
（
雨

具
を
運
ぶ
人
足
）
と
又
下
女
（
奥
女
中
の

下
女
）
は
「
段
々
」
と
記
さ
れ
人
数
は
書

か
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
合
計
人
数
七
〇

人
を
超
え
る
行
列
と
な
っ
て
い
る
。
行
列

は
、
乗
物
の
両
脇
に
は
足
軽
が
付
き
、
そ

の
後
に
道
具
を
入
れ
た
挟
箱
持
ち
が
そ
れ

ぞ
れ
に
付
き
、
締
め
と
し
て
広
敷
と
広
敷

番
が
家
臣
の
最
後
に
位
置
し
、
そ
の
後
に

合
羽
籠
持
ち･

又
下
女
の
陪
臣
が
列
び
、

整
然
と
し
た
行
列
順
序
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
文
書
の
表
題
か
ら
も
、
藩
主
の

行
列
と
は
別
に
女
中
が
行
列
を
立
て
て
旅

を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
岡

山
藩
の
史
料
で
は
医
師
の
同
行
は
確
認
で

き
な
い
の
に
対
し
、
津
山
藩
で
は
常
に
医

師
が
同
行
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

　

三
二
万
石
の
岡
山
藩
と
比
べ
れ
ば
、
一

〇
万
石
の
津
山
藩
で
は
あ
る
が
、
津
山
藩

で
も
斉
民
の
時
に
は
五
〇
人
前
後
の
人
数

に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
東
海
道
往
還
で

は
幕
府
よ
り
支
給
さ
れ
る
継
人
馬
が
利
用

で
き
、
親
藩
の
大
名
家
と
し
て
格
式
高
く

行
列
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
裏
付

け
る
御
女
中
一
行
の
先
触
れ
文
書
も
残
さ

れ
て
い
る
。
写
真
Ⅲ
の
文
書
は
天
保
三
年

（
一
八
三
二
）
四
月
二
二
日
の
書
状
③
で
、

明
後
日
の
四
月
二
四
日
に
女
中
お
よ
び
差

添
が
出
立
し
、供
に
は
道
中
人
足
二
二
人
・

本
馬
五
疋
の
一
団
が
行
く
の
で
、
い
つ
も

の
よ
う
に
お
取
り
は
か
ら
い
下
さ
い
と

い
っ
た
文
書
が
送
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
奥
女
中
の
行
列
も
藩
主
の
本
隊
と

同
じ
よ
う
な
先
触
れ
が
廻
り
、
少
人
数
な

が
ら
き
ち
ん
と
し
た
行
列
を
作
っ
て
江
戸

と
国
元
を
往
還
し
て
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

で
は
、
文
頭
で
述
べ
た
「
拾
万
石
御
加

増
後
初
御
入
国
御
供
立
之
図
」
の
御
先
女

中
の
図
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
。

　

絵
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
女
中
差
添

小
泉
兵
衛
な
ど
三
人
の
家
臣
の
姿
は
描
か

れ
て
い
る
が
、
女
中
は
一
人
も
描
か
れ
て

い
な
い
。
先
触
れ
の
一
団
と
は
別
に
、
少

な
く
と
も
三
〇
人
ほ
ど
の
女
中
た
ち
一
団

が
行
列
を
し
て
旅
を
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。

な
ぜ
、
女
中
の
姿
を
描
い
て
い
な
い
の
か
。

　

大
名
行
列
図
と
し
て
図
録
な
ど
に
も
っ

と
も
多
く
紹
介
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
津
山

藩
の
行
列
図
と
「
加
賀
藩
大
名
行
列
図
屏

風
」で
あ
る
。「
加
賀
藩
大
名
行
列
図
屏
風
」

は
昭
和
一
五
年
に
完
成
し
た
と
さ
れ
る
が
、

江
戸
期
に
書
か
れ
た
画
像
史
料
を
も
と
に

作
成
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
記
録
性
・
信

憑
性
が
高
い
と
い
う
④
。

　

明
治
一
七
年
に
完
成
さ
れ
た
津
山
藩
の

行
列
図
に
お
い
て
も
、
最
大
限
盛
大
に
描

く
た
め
に
、
先
遣
隊
や
三
日
前
に
出
立
し

た
御
先
女
中
一
行
お
よ
び
勝
間
田
ま
で
迎

え
に
行
っ
た
一
行
ま
で
描
き
加
え
て
い
る

が
、
そ
の
後
の
部
分
、
つ
ま
り
江
戸
を
出

発
す
る
藩
主
本
隊
部
分
か
ら
の
行
列
は
、

「
江
戸
日
記
」
に
あ
る
行
列
記
録
（
文
化

一
五
年
五
月
一
六
日
）
と
、
ほ
ぼ
同
じ
順

序
と
人
数
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、

当
時
の
史
料
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
近
代

に
な
っ
て
作
成
さ
れ
た
大
名
行
列
図
も
、

そ
の
記
録
性
と
し
て
は
、
あ
る
程
度
信
憑

性
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

で
は
、
か
な
り
の
記
録
性
が
あ
る
津
山

藩
の
行
列
図
に
、
態
々
、
三
日
前
に
出
発

し
た
御
先
女
中
の
一
団
を
描
い
て
い
る
の

に
、
な
ぜ
女
中
の
姿
は
描
か
れ
な
か
っ
た

の
か
、
疑
問
が
わ
く
。
描
か
れ
な
か
っ
た

理
由
の
一
つ
は
、
大
名
行
列
は
武
威
を
示

す
た
め
の
軍
団
と
し
て
行
列
し
て
い
る
の

だ
か
ら
、
女
を
描
く
こ
と
を
良
と
し
な

か
っ
た
の
か
、
二
つ
目
は
、
近
代
に
な
り

女
性
の
公
的
存
在
を
規
制
す
る
ジ
ェ
ン

ダ
ー
が
よ
り
強
く
な
っ
た
か
ら
か
、
図
録

･

書
籍
等
で
見
た
範
囲
で
は
津
山
藩
以
外

の
大
名
行
列
図
の
ほ
と
ん
ど
が
本
隊
の
み

記
さ
れ
、
先
遣
隊
が
描
か
れ
て
い
な
い
の

で
、
江
戸
期
の
も
の
と
比
較
し
よ
う
が
な

い
の
で
な
ん
と
も
言
え
な
い
。
し
か
し
、

ど
ち
ら
の
理
由
に
し
て
も
、
女
を
表
の
社

会
か
ら
見
え
な
い
も
の
と
し
て
不
可
視
化

し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
⑤
。

　
「
拾
万
石
御
加
増
後
初
御
入
国
御
供
立

之
図
」
か
ら
、
女
中
の
参
勤
交
代
の
存
在

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

そ
の
行
列
に
な
ぜ
女
中
が
描
か
れ
な
か
っ

た
か
な
ど
今
後
の
課
題
も
見
え
て
き
た
。

女
性
の
視
点
か
ら
見
直
し
て
み
る
と
、
ま

た
違
っ
た
歴
史
像
に
出
会
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

注
記

①　

先
行
研
究
で
は
、
鳥
取
藩
の
奥
女
中
に
つ

い
て
福
田
千
鶴
が
「
参
勤
交
代
に
お
け
る
女

性
の
旅
」（『
九
州
産
業
大
学
国
際
文
化
学
部

紀
要
第
五
三
号
』
平
成
二
四
年
一
二
月
）
で

発
表
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
ま
だ
奥
女
中
の

旅
は
研
究
の
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

②　

池
田
家
文
庫
Ｃ
五―

三
八
二（
寛
政
九
年
）

③　

作
成
年
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

次
の
こ
と
か
ら
天
保
三
年
と
確
認
で
き
る
。

ま
ず
、
差
出
人
の
柴
山
勇
記
が
「
勘
定
奉
行

御
徒
頭
兼
帯
」
の
役
職
を
担
っ
て
い
た
期
間

と
、
宛
先
の
伊
丹
健
左
衞
門
の
「
大
坂
御
屋

敷
惣
目
付
并
表
勤
銀
主
応
対
御
金
方
目
付
東

西
飛
脚
御
取
斗
」
の
役
職
期
間
が
一
致
す
る

文
政
一
三
年
か
ら
天
保
五
年
の
間
に
、
文
中

に
登
場
す
る
入
江
右
膳
が
女
中
差
添
と
し
て

津
山
へ
向
け
江
戸
を
天
保
三
年
四
月
二
四
日

に
出
立
し
た
こ
と
が
、「
国
元
日
記
」（
五
月

一
二
日
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

④　

久
留
島
浩
『
描
か
れ
た
行
列　

武
士
・
異

国
・
祭
礼
』
東
京
大
学
出
版
会　

二
〇
一
五

年
⑤『
行
列
に
み
る
近
世―

武
士
と
異
国
と
祭
礼

と―

』（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
企
画
展
示

図
録
、
二
〇
一
二
年
）
に
よ
る
と
、『
徳
川

盛
世
録
』（
市
岡
正
一
編　

明
治
二
二
年
）

や
『
松
の
榮
』（
歌
川
国
貞
画
、明
治
二
二
年
）

な
ど
の
徳
川
家
の
姫
君
の
行
列
図
で
は
、
奥

女
中
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
参

勤
交
代
の
大
名
行
列
図
の
中
に
は
見
当
た
ら

な
か
っ
た
。

＊
本
文
の
主
な
史
料
は
、「
江
戸
日
記
」
と
「
国

元
日
記
」
に
よ
る
。
と
く
に
注
記
が
な
い
も

の
は
同
史
料
で
、
上
記
以
外
の
場
合
は
典
拠

を
記
し
て
い
る
。

お  

も
り

お  

つ
ぎ

ご  

さ
い
ぎ
ん

と
お
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は
じ
め
に

　

江
戸
と
国
元
を
二
年
ご
と
に
行
き
交
う

大
名
の
参
勤
交
代
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
が
、
奥
女
中
が
藩
主
と
相
前
後
し
て
江

戸
と
国
元
を
行
き
交
う
こ
と
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
は
い
な
い
①
。
こ
こ
で
は
、
津
山

藩
奥
女
中
の
参
勤
交
代
の
旅
を
紹
介
し
よ

う
。

　

津
山
に
は
有
名
な
大
名
行
列
図
が
あ
る
。

行
列
の
展
示
や
そ
の
図
録
、
参
勤
交
代
を

テ
ー
マ
に
し
た
書
籍
な
ど
に
は
よ
く
「
拾

万
石
御
加
増
後
初
御
入
国
御
供
立
之
図
」

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
行

列
図
は
、
藩
主
斉
孝
が
将
軍
家
斉
の
子
銀

之
助（
斉
民
）を
文
化
一
四
年（
一
八
一
七
）

に
養
子
と
し
て
迎
え
る
こ
と
に
よ
り
五
万

石
が
加
増
さ
れ
、
念
願
の
津
山
松
平
藩
草

創
期
の
一
〇
万
石
に
復
帰
し
た
後
の
初
入

国
行
列
図
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
当

時
の
も
の
で
は
な
く
、
明
治
一
七
年
に
完

成
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
記
の
写
真
Ⅰ
は
、

そ
の
行
列
図
の
前
段
に
描
か
れ
た
一
部
で
、

奥
女
中
が
藩
主
の
江
戸
発
駕
三
日
前
に
出

立
し
た
と
あ
り
、
奥
女
中
が
藩
主
と
相
前

後
し
て
国
元
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

　

で
は
、
い
つ
か
ら
奥
女
中
の
参
勤
の
旅

が
始
ま
っ
た
の
か
、
少
な
く
と
も
津
山
松

平
藩
初
代
宣
富
（
長
矩
）
の
時
代
に
は
見

当
た
ら
な
い
が
、
未
だ
調
査
中
な
の
で
、

明
ら
か
に
で
き
る
行
列
図
の
斉
孝
一
〇
万

石
復
帰
後
の
初
入
国
時
と
、
次
期
藩
主
斉

民
初
入
国
時
の
奥
女
中
の
旅
を
事
例
と
し

て
み
よ
う
。

斉
孝
一
〇
万
石
復
帰
後
の
初
入
国

　

一
〇
万
石
復
帰
後
の
文
政
元
年
（
一
八

一
八
）
五
月
九
日
、
斉
孝
は
ま
ず
日
光
に

参
詣
す
る
た
め
江
戸
を
出
発
し
、
参
詣
後

の
一
六
日
に
江
戸
屋
敷
に
は
立
ち
寄
る
が
、

旅
装
を
と
か
ず
そ
の
ま
ま
江
戸
を
出
発
す

る
。
そ
れ
に
先
立
つ
一
四
日
、
奥
女
中
た

ち
が
江
戸
を
出
立
し
て
い
る
（「
江
戸
日

記
」、
行
列
図
で
は
三
日
前
と
あ
る
）。
女

中
た
ち
は
六
月
二
日
津
山
に
到
着
し
、
翌

三
日
に
藩
主
斉
孝
が
到
着
し
て
い
る
。

　

国
元
に
向
け
出
立
し
た
奥
女
中
た
ち
の

人
数
は
不
明
だ
が
、
五
万
石
時
代
の
文
化

七
年
（
一
八
一
〇
）
四
月
二
五
日
に
出
立

し
た
奥
女
中
は
三
人
と
あ
り
、
女
中
差
添

と
し
て
二
人
の
家
臣
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
、
文
政
元
年
時
に
は
女
中
差

添
と
し
て
三
人
の
家
臣
が
付
け
ら
れ
て
い

る
。
行
列
図
（
写
真
Ⅰ
）
か
ら
は
「
女
中

差
添
小
泉
兵
衛
」「
女
中
差
添
御
医
師
宇

田
川
榕
庵
」「
長
局
付
御
役
人
小
林
傳
右

衛
門
」
と
あ
る
。
医
師
を
含
む
こ
と
は
、

注
目
さ
れ
る
。
差
添
役
人
が
二
人
か
ら
三

人
に
増
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
奥
女
中
は

四
〜
五
人
は
い
る
と
思
わ
れ
る
。
女
性
の

旅
は
、
特
に
武
家
の
女
は
「
入
鉄
砲
に
出

女
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
厳
し
く
規
制

さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
江
戸
を
出
発
す
る

と
き
に
は
、
箱
根
・
今
切
の
関
所
の
通
行

手
判
を
幕
府
留
守
居
佐
野
豊
前
守
へ
申
請

し
て
、
五
月
一
一
日
に
許
可
を
貰
っ
て
い

る
。
ま
た
、
国
元
に
着
い
た
奥
女
中
の
内
、

老
女
代
表
使
松
尾
と
い
う
女
中
が
江
戸
に

立
帰
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
六
月
九
日

に
京
都
所
司
代
ま
で
関
所
の
通
行
手
判
の

願
い
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
都
度
、
幕
府

の
許
可
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
六
月
一
二
日
に
出
発
し
た
奥
女
中

松
尾
は
、小
泉
兵
衛
・
宇
田
川
榕
庵
（
医
師
）

の
二
人
の
差
添
と
供
に
京･

大
坂
・
伊
勢

を
回
り
七
月
五
日
に
江
戸
に
帰
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
女
中
た
ち
の
一
行
は
、
ど

れ
ほ
ど
の
規
模
で
旅
を
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
奥
女
中
や
差
添
の
家
臣
は
述
べ
て

い
る
と
お
り
だ
が
、
こ
の
一
行
に
は
、「
国

元
日
記
」（
文
政
元
年
六
月
二
日
）
に
よ

る
と
、
人
足
一
九
人
・
軽
尻
馬
一
疋
の
先

触
れ
が
昨
夜
到
着
し
た
と
あ
る
。

　

翌
々
年
の
文
政
三
年
帰
国
時
に
は
、
三

月
一
六
日
先
触
れ
の
一
団
と
し
て
人
足
二

三
人･

本
馬
一
疋
・
軽
尻
馬
一
疋
が
出
立
し
、

同
日
夕
刻
に
は
奥
女
中
と
そ
の
差
添
の
家

臣
三
人
、
人
足
一
四
人･

本
馬
二
疋
の
一

団
が
出
立
し
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
合

計
人
足
三
七
人
・
本
馬
三
疋
・
軽
尻
馬
一

疋
が
女
中
一
行
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
女

中
一
行
は
、
差
添
の
家
臣
を
含
む
女
中
た

ち
一
団
と
荷
物
を
運
ぶ
先
触
れ
の
一
団
の

二
つ
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
女
中
た
ち
本
隊
の
一
団
は
、
奥
女
中

四
〜
五
人
に
、
記
録
に
は
出
て
こ
な
い
が

奥
女
中
の
世
話
を
す
る
下
女
た
ち
が
数
名
、

差
添
の
家
臣
三
人
と
人
足
一
四
人
、
お
よ

び
記
録
に
は
記
さ
れ
な
い
陪
臣
な
ど
を
入

れ
る
と
、
少
な
く
と
も
合
計
三
〇
人
ほ
ど

の
人
数
が
一
団
と
な
っ
て
旅
を
し
て
い
る
。

斉
民
の
初
入
国

　

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
一
一
月
、
前

藩
主
斉
孝
が
致
仕
し
、
斉
民
が
藩
主
と

な
っ
た
翌
三
年
春
、
津
山
へ
初
入
国
す
る
。

当
初
よ
り
津
山
藩
は
財
政
難
に
喘
い
で
い

た
こ
と
か
ら
、
将
軍
家
斉
の
子
と
い
っ
た

立
場
を
利
用
し
、
様
々
な
優
遇
措
置
を
願

い
出
て
い
る
。
ま
ず
、
初
入
国
に
際
し
て

は
物
入
り
多
く
、
幕
府
へ
五
千
両
を
拝
借

す
る
こ
と
を
願
い
出
て
許
さ
れ
て
い
る

（「
祐
筆
日
記
」
三
月
一
四
日
）。
ま
た
、

国
元
へ
供
を
す
る
奥
女
中
は
、
斉
民
が
斉

孝
の
養
子
と
し
て
津
山
藩
へ
移
っ
た
と
き
、

幕
府
よ
り
付
け
ら
れ
た
奥
女
中
一
三
人
の

う
ち
御
守
の
園
川
・
御
次
の
小
枝
・
呉
服

之
間
の
國
・
三
之
間
の
嶋
・
仲
居
の
澤
ら

五
人
が
津
山
に
供
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

彼
女
ら
の
給
金
は
す
べ
て
幕
府
持
ち
に

な
っ
て
お
り
、
三
月
一
四
日
に
は
彼
女
ら

の
切
米･

合
力
金
・
扶
持
方
・
五
菜
銀
・

そ
の
ほ
か
諸
渡
物
、
現
代
風
に
言
え
ば
、

本
給
と
諸
手
当
全
部
の
来
年（
天
保
四
年
）

四
月
分
ま
で
を
、
ま
と
め
て
出
立
以
前
に

渡
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
い
た
も
の
が

許
可
さ
れ
た
。「
祐
筆
日
記
」
に
よ
る
と
、

四
月
二
四
日
園
川
ら
五
人
と
「
御
使
番
頭

古
代
、
御
末
宮
路
・
花
桐
」
の
三
人
が
出

立
し
た
と
あ
り
、
合
計
八
人
の
奥
女
中
が

出
立
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
奥
女
中
た
ち

を
警
護
し
供
を
し
た
人
数
は
不
明
で
あ
る

が
、
差
添
の
家
臣
は
入
江
右
膳
・
野
間
了

庵
（
医
師
）・
鳥
沢
喜
八
の
三
人
で
、
五

月
一
二
日
津
山
に
着
い
て
い
る
。
斉
民
本

隊
は
、
女
中
出
立
よ
り
七
日
遅
れ
の
五
月

二
日
江
戸
を
出
立
、
同
一
八
日
津
山
に
到

着
し
て
い
る
。

　

翌
四
年
三
月
二
一
日
、
女
中
た
ち
一
行

が
江
戸
へ
向
け
津
山
を
出
立
。
女
中
た
ち

の
荷
物
を
運
ぶ
道
中
人
足
三
九
人
・
本
馬

四
疋
・
軽
尻
馬
一
疋
の
先
触
れ
一
団
と
、

差
添
の
家
臣
小
沢
四
郎
・
丸
尾
良
伯
（
医

師
）･

村
瀬
茂
七
の
三
名
を
供
と
す
る
女
中

た
ち
一
団
が
同
日
出
立
し
て
い
る
。
女
中

た
ち
一
団
の
女
中
数
や
人
馬
数
は
不
明
で

あ
る
が
、
翌
五
年
帰
国
時
で
は
奥
女
中
五

人
な
ら
び
に
下
女
ど
も
合
わ
せ
て
一
三
人

と
あ
り
、
前
年
も
同
じ
人
数
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
見
合
う
人

馬
数
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
、
女
中
た
ち

本
隊
の
一
団
は
、
五
〇
人
前
後
に
は
な
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
荷
物
を
運
ぶ
一

団
と
併
せ
て
み
れ
ば
、
前
藩
主
斉
孝
の
時

よ
り
格
段
に
多
い
人
数
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
斉
民
付
の
女
中
は
、
幕
府
よ
り

の
御
付
女
中
で
あ
る
か
ら
、
街
道
の
往
還

に
は
特
別
な
優
遇
措
置
が
あ
っ
た
。
そ
れ

が
分
か
る
の
が
、
天
保
五
年
の
江
戸
よ
り

国
元
へ
の
旅
の
時
で
あ
る
。

　

天
保
五
年
二
月
二
四
日
、
津
山
藩
邸
が

火
災
に
見
舞
わ
れ
た
。
こ
の
春
、
国
元
へ

帰
国
す
る
と
き
、
類
焼
を
機
に
斉
民
本
隊

の
東
海
道
往
還
の
人
馬
不
足
を
理
由
に

「
御
定
法
人
馬
」
五
〇
人
五
〇
疋
の
外
に

二
五
人
二
五
疋
を
加
増
し
て
ほ
し
い
と
願

い
出
て
い
る
。
一
応
今
年
度
限
り
で
許
可

が
下
り
て
い
る
。
こ
の
時
は
「
当
日
人
足

七
十
五
人
、
馬
七
十
五
疋
、
御
定
江
戸
銭

を
以
継
立
之
義
、
此
度
限
り
承
届
候
、
其

餘
不
足
之
分
者
、
手
人
馬
、
通
し
日
雇
又

者
相
対
雇
可
被
致
候
」（「
江
戸
日
記
」
三

月
二
日
）
と
あ
り
、
願
い
出
通
り
許
可
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
馬
の
費
用
は
定

法
通
り
必
要
で
、
そ
れ
以
上
の
荷
物
は
手

持
ち
の
人
馬
や
通
し
日
雇
ま
た
は
相
対
で

雇
う
人
足
で
賄
え
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

奥
女
中
の
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に
処
理
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
「
三
河
守
附
女
中
五
人
并
下
女
共
都
合

十
三
人
、
此
度
帰
国
之
節
罷
越
東
海
道
旅

行
仕
候
右
女
中
五
人
者
、
御
本
丸
ゟ
御
扶

持
方
茂
被
下
置
候
も
の
ゝ
義
ニ
而
、
御
定

法
之
通
二
十
五
人
二
十
五
疋
之
人
馬
遣

候
」（「
江
戸
日
記
」
天
保
五
年
三
月
二
日
）

と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
は
不
足
な
の
で
、

さ
ら
に
二
五
人
二
五
疋
を
加
え
て
五
〇
人

五
〇
疋
に
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
い
る
。

「
女
中
五
人
者
御
本
丸
ゟ
御
扶
持
方
を
も

被
下
候
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
度
限

り
一
日
の
継
人
馬
五
〇
人
五
〇
疋
を
許
可

す
る
と
の
承
諾
を
得
て
い
る
（
写
真
Ⅱ
）。

こ
こ
で
は
、
女
中
の
継
人
馬
は
、
幕
府
持

ち
で
あ
り
、
幕
府
奥
女
中
の
身
分
で
通
行

し
て
い
る
。
そ
れ
を
斉
民
は
う
ま
く
利
用

し
経
費
を
浮
か
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
御
付
女
中
に
対
す
る
特
例
措
置

は
、
以
後
も
毎
年
幕
府
へ
願
い
出
て
許
可
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さ
れ
て
い
る
。
天
保
一
一
年
か
ら
は
そ
の

記
載
が
な
い
の
で
、
こ
の
年
か
ら
特
例
措

置
は
な
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の

後
も
幕
府
の
御
付
女
中
と
し
て
の
身
分
に

は
変
化
は
な
い
の
で
、
依
然
と
し
て
二
五

人
二
五
疋
の
継
人
馬
の
費
用
は
幕
府
持
ち

で
あ
っ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

奥
女
中
の
構
成
と
行
列
図

　

藩
主
の
参
勤
と
相
前
後
し
て
旅
す
る
奥

女
中
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
供
を
す
る

の
で
あ
ろ
う
。
典
型
的
な
事
例
は
、
斉
民

の
御
付
女
中
で
あ
る
。
斉
民
五
才
で
斉
孝

の
養
子
に
な
っ
た
翌
年
（
文
政
元
）
の
分

限
帳
に
は
、
若
殿
様
御
守
女
中
園
川
と
亀

尾
、
御
付
女
中
さ
よ
・
い
そ
・
さ
の
・
ふ
く
、

呉
服
之
間
く
に
・
み
き
・
し
ま
・
つ
ち･

ゑ
川
、

御
仲
居
夕
霧
・
い
わ
根
の
一
三
名
が
記
さ

れ
て
い
る
。
斉
民
（
一
九
才
）
初
入
国
の

時
に
供
と
し
て
津
山
に
行
っ
た
の
は
、
前

述
の
「
守
園
川
・
次
小
枝
・
呉
服
之
間
國
・

三
之
間
嶋
・
仲
居
澤
」
の
五
名
で
あ
る
。

澤
の
み
分
限
帳
に
は
登
録
さ
れ
て
い
な
い

が
、
少
な
く
と
も
天
保
一
一
年
津
山
へ
向

け
出
立
し
た
時
ま
で
同
一
人
物
五
名
が
供

と
し
て
津
山
へ
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
藩
主
の
幼
少
期
か
ら
側
で
養
育

に
当
た
っ
た
女
中
が
、
つ
ね
に
藩
主
の
日

常
の
世
話
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

藩
主
も
自
身
の
好
み
や
日
常
の
行
動
を
よ

く
知
っ
て
い
る
女
中
が
側
に
い
る
こ
と
を

必
要
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
可
能

と
し
た
の
は
、
奥
の
組
織
か
ら
も
推
察
で

き
る
。
時
代
が
上
が
る
が
、
初
代
藩
主
宣

富
死
去
の
翌
年
享
保
七
年
の
江
戸
分
限
帳

に
は
、
宣
富
付
女
中
は
「
御
表
女
中
」
と

さ
れ
、
正
室
付
・
姫
付
・
藩
主
の
養
母
付
・

実
母
付
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
て
記
載

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
年
寄･

中
老
な
ど
が

必
要
に
応
じ
て
置
か
れ
、
各
付
女
中
は
グ

ル
ー
プ
毎
に
独
立
し
て
組
織
さ
れ
、
正
室

が
す
べ
て
奥
を
統
制
管
理
し
た
よ
う
で
は

な
い
。
奥
の
組
織
が
ど
の
よ
う
に
し
て
つ

く
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
時
代
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
は
今
後
の
課

題
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
藩
主
の
こ

と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
藩
主
付
の
「
御
表

女
中
」
が
、
他
の
付
女
中
に
は
影
響
を
与

え
ず
、
つ
ね
に
藩
主
と
行
動
を
共
に
し
て

江
戸
と
国
元
を
往
復
で
き
る
状
況
が
あ
る
。

　

次
に
奥
女
中
た
ち
の
旅
の
出
立
ち
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

  

池
田
家
文
庫
に
は
、
寛
政
九
年
（
一
七

九
七
）
の
「
御
先
女
中
行
列
」②
と
い
う

文
書
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
一
〇
人
の
奥
女

中
に
広
敷
と
広
敷
番
の
二
人
の
家
臣
が
差

し
添
え
ら
れ
、
乗
物
七
台
に
足
軽
一
三
人

･

挟
箱
持
ち
八
人
・
陸
尺
（
駕
籠
か
き
人
足
）

二
八
人
・
下
男
一
人
、
合
羽
籠
持
ち
（
雨

具
を
運
ぶ
人
足
）
と
又
下
女
（
奥
女
中
の

下
女
）
は
「
段
々
」
と
記
さ
れ
人
数
は
書

か
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
合
計
人
数
七
〇

人
を
超
え
る
行
列
と
な
っ
て
い
る
。
行
列

は
、
乗
物
の
両
脇
に
は
足
軽
が
付
き
、
そ

の
後
に
道
具
を
入
れ
た
挟
箱
持
ち
が
そ
れ

ぞ
れ
に
付
き
、
締
め
と
し
て
広
敷
と
広
敷

番
が
家
臣
の
最
後
に
位
置
し
、
そ
の
後
に

合
羽
籠
持
ち･

又
下
女
の
陪
臣
が
列
び
、

整
然
と
し
た
行
列
順
序
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
文
書
の
表
題
か
ら
も
、
藩
主
の

行
列
と
は
別
に
女
中
が
行
列
を
立
て
て
旅

を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
岡

山
藩
の
史
料
で
は
医
師
の
同
行
は
確
認
で

き
な
い
の
に
対
し
、
津
山
藩
で
は
常
に
医

師
が
同
行
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

　

三
二
万
石
の
岡
山
藩
と
比
べ
れ
ば
、
一

〇
万
石
の
津
山
藩
で
は
あ
る
が
、
津
山
藩

で
も
斉
民
の
時
に
は
五
〇
人
前
後
の
人
数

に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
東
海
道
往
還
で

は
幕
府
よ
り
支
給
さ
れ
る
継
人
馬
が
利
用

で
き
、
親
藩
の
大
名
家
と
し
て
格
式
高
く

行
列
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
裏
付

け
る
御
女
中
一
行
の
先
触
れ
文
書
も
残
さ

れ
て
い
る
。
写
真
Ⅲ
の
文
書
は
天
保
三
年

（
一
八
三
二
）
四
月
二
二
日
の
書
状
③
で
、

明
後
日
の
四
月
二
四
日
に
女
中
お
よ
び
差

添
が
出
立
し
、供
に
は
道
中
人
足
二
二
人
・

本
馬
五
疋
の
一
団
が
行
く
の
で
、
い
つ
も

の
よ
う
に
お
取
り
は
か
ら
い
下
さ
い
と

い
っ
た
文
書
が
送
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
奥
女
中
の
行
列
も
藩
主
の
本
隊
と

同
じ
よ
う
な
先
触
れ
が
廻
り
、
少
人
数
な

が
ら
き
ち
ん
と
し
た
行
列
を
作
っ
て
江
戸

と
国
元
を
往
還
し
て
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

で
は
、
文
頭
で
述
べ
た
「
拾
万
石
御
加

増
後
初
御
入
国
御
供
立
之
図
」
の
御
先
女

中
の
図
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
。

　

絵
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
女
中
差
添

小
泉
兵
衛
な
ど
三
人
の
家
臣
の
姿
は
描
か

れ
て
い
る
が
、
女
中
は
一
人
も
描
か
れ
て

い
な
い
。
先
触
れ
の
一
団
と
は
別
に
、
少

な
く
と
も
三
〇
人
ほ
ど
の
女
中
た
ち
一
団

が
行
列
を
し
て
旅
を
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。

な
ぜ
、
女
中
の
姿
を
描
い
て
い
な
い
の
か
。

　

大
名
行
列
図
と
し
て
図
録
な
ど
に
も
っ

と
も
多
く
紹
介
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
津
山

藩
の
行
列
図
と
「
加
賀
藩
大
名
行
列
図
屏

風
」で
あ
る
。「
加
賀
藩
大
名
行
列
図
屏
風
」

は
昭
和
一
五
年
に
完
成
し
た
と
さ
れ
る
が
、

江
戸
期
に
書
か
れ
た
画
像
史
料
を
も
と
に

作
成
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
記
録
性
・
信

憑
性
が
高
い
と
い
う
④
。

　

明
治
一
七
年
に
完
成
さ
れ
た
津
山
藩
の

行
列
図
に
お
い
て
も
、
最
大
限
盛
大
に
描

く
た
め
に
、
先
遣
隊
や
三
日
前
に
出
立
し

た
御
先
女
中
一
行
お
よ
び
勝
間
田
ま
で
迎

え
に
行
っ
た
一
行
ま
で
描
き
加
え
て
い
る

が
、
そ
の
後
の
部
分
、
つ
ま
り
江
戸
を
出

発
す
る
藩
主
本
隊
部
分
か
ら
の
行
列
は
、

「
江
戸
日
記
」
に
あ
る
行
列
記
録
（
文
化

一
五
年
五
月
一
六
日
）
と
、
ほ
ぼ
同
じ
順

序
と
人
数
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、

当
時
の
史
料
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
近
代

に
な
っ
て
作
成
さ
れ
た
大
名
行
列
図
も
、

そ
の
記
録
性
と
し
て
は
、
あ
る
程
度
信
憑

性
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

で
は
、
か
な
り
の
記
録
性
が
あ
る
津
山

藩
の
行
列
図
に
、
態
々
、
三
日
前
に
出
発

し
た
御
先
女
中
の
一
団
を
描
い
て
い
る
の

に
、
な
ぜ
女
中
の
姿
は
描
か
れ
な
か
っ
た

の
か
、
疑
問
が
わ
く
。
描
か
れ
な
か
っ
た

理
由
の
一
つ
は
、
大
名
行
列
は
武
威
を
示

す
た
め
の
軍
団
と
し
て
行
列
し
て
い
る
の

だ
か
ら
、
女
を
描
く
こ
と
を
良
と
し
な

か
っ
た
の
か
、
二
つ
目
は
、
近
代
に
な
り

女
性
の
公
的
存
在
を
規
制
す
る
ジ
ェ
ン

ダ
ー
が
よ
り
強
く
な
っ
た
か
ら
か
、
図
録

･

書
籍
等
で
見
た
範
囲
で
は
津
山
藩
以
外

の
大
名
行
列
図
の
ほ
と
ん
ど
が
本
隊
の
み

記
さ
れ
、
先
遣
隊
が
描
か
れ
て
い
な
い
の

で
、
江
戸
期
の
も
の
と
比
較
し
よ
う
が
な

い
の
で
な
ん
と
も
言
え
な
い
。
し
か
し
、

ど
ち
ら
の
理
由
に
し
て
も
、
女
を
表
の
社

会
か
ら
見
え
な
い
も
の
と
し
て
不
可
視
化

し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
⑤
。

　
「
拾
万
石
御
加
増
後
初
御
入
国
御
供
立

之
図
」
か
ら
、
女
中
の
参
勤
交
代
の
存
在

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

そ
の
行
列
に
な
ぜ
女
中
が
描
か
れ
な
か
っ

た
か
な
ど
今
後
の
課
題
も
見
え
て
き
た
。

女
性
の
視
点
か
ら
見
直
し
て
み
る
と
、
ま

た
違
っ
た
歴
史
像
に
出
会
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

注
記

①　

先
行
研
究
で
は
、
鳥
取
藩
の
奥
女
中
に
つ

い
て
福
田
千
鶴
が
「
参
勤
交
代
に
お
け
る
女

性
の
旅
」（『
九
州
産
業
大
学
国
際
文
化
学
部

紀
要
第
五
三
号
』
平
成
二
四
年
一
二
月
）
で

発
表
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
ま
だ
奥
女
中
の

旅
は
研
究
の
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

②　

池
田
家
文
庫
Ｃ
五―

三
八
二（
寛
政
九
年
）

③　

作
成
年
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

次
の
こ
と
か
ら
天
保
三
年
と
確
認
で
き
る
。

ま
ず
、
差
出
人
の
柴
山
勇
記
が
「
勘
定
奉
行

御
徒
頭
兼
帯
」
の
役
職
を
担
っ
て
い
た
期
間

と
、
宛
先
の
伊
丹
健
左
衞
門
の
「
大
坂
御
屋

敷
惣
目
付
并
表
勤
銀
主
応
対
御
金
方
目
付
東

西
飛
脚
御
取
斗
」
の
役
職
期
間
が
一
致
す
る

文
政
一
三
年
か
ら
天
保
五
年
の
間
に
、
文
中

に
登
場
す
る
入
江
右
膳
が
女
中
差
添
と
し
て

津
山
へ
向
け
江
戸
を
天
保
三
年
四
月
二
四
日

に
出
立
し
た
こ
と
が
、「
国
元
日
記
」（
五
月

一
二
日
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

④　

久
留
島
浩
『
描
か
れ
た
行
列　

武
士
・
異

国
・
祭
礼
』
東
京
大
学
出
版
会　

二
〇
一
五

年
⑤『
行
列
に
み
る
近
世―

武
士
と
異
国
と
祭
礼

と―

』（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
企
画
展
示

図
録
、
二
〇
一
二
年
）
に
よ
る
と
、『
徳
川

盛
世
録
』（
市
岡
正
一
編　

明
治
二
二
年
）

や
『
松
の
榮
』（
歌
川
国
貞
画
、明
治
二
二
年
）

な
ど
の
徳
川
家
の
姫
君
の
行
列
図
で
は
、
奥

女
中
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
参

勤
交
代
の
大
名
行
列
図
の
中
に
は
見
当
た
ら

な
か
っ
た
。

＊
本
文
の
主
な
史
料
は
、「
江
戸
日
記
」
と
「
国

元
日
記
」
に
よ
る
。
と
く
に
注
記
が
な
い
も

の
は
同
史
料
で
、
上
記
以
外
の
場
合
は
典
拠

を
記
し
て
い
る
。

【
解
読
文
】

一
筆
致
啓
上
候
、
然
者

入
江
右
膳
女
中
差
添

明
後
廿
四
日
、
江
戸
表
出
立

津
山
表
江
罷
越
候
、
依
之

道
中
人
足
廿
二
人
本
馬
五
疋
之

先
触
迴
状
取
斗
差
上
候
間

相
達
候
ハ
ヽ
御
入
手
、
例
之
通

宜
御
取
斗
可
被
成
候
、
右
可
得

御
意
、
如
此
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　

恐
惶
謹
言

  

四
月
廿
二
日　

柴
山
勇
記

　

伊
丹
健
左
衛
門
様
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は
じ
め
に

　

江
戸
と
国
元
を
二
年
ご
と
に
行
き
交
う

大
名
の
参
勤
交
代
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
が
、
奥
女
中
が
藩
主
と
相
前
後
し
て
江

戸
と
国
元
を
行
き
交
う
こ
と
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
は
い
な
い
①
。
こ
こ
で
は
、
津
山

藩
奥
女
中
の
参
勤
交
代
の
旅
を
紹
介
し
よ

う
。

　

津
山
に
は
有
名
な
大
名
行
列
図
が
あ
る
。

行
列
の
展
示
や
そ
の
図
録
、
参
勤
交
代
を

テ
ー
マ
に
し
た
書
籍
な
ど
に
は
よ
く
「
拾

万
石
御
加
増
後
初
御
入
国
御
供
立
之
図
」

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
行

列
図
は
、
藩
主
斉
孝
が
将
軍
家
斉
の
子
銀

之
助（
斉
民
）を
文
化
一
四
年（
一
八
一
七
）

に
養
子
と
し
て
迎
え
る
こ
と
に
よ
り
五
万

石
が
加
増
さ
れ
、
念
願
の
津
山
松
平
藩
草

創
期
の
一
〇
万
石
に
復
帰
し
た
後
の
初
入

国
行
列
図
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
当

時
の
も
の
で
は
な
く
、
明
治
一
七
年
に
完

成
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
記
の
写
真
Ⅰ
は
、

そ
の
行
列
図
の
前
段
に
描
か
れ
た
一
部
で
、

奥
女
中
が
藩
主
の
江
戸
発
駕
三
日
前
に
出

立
し
た
と
あ
り
、
奥
女
中
が
藩
主
と
相
前

後
し
て
国
元
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

　

で
は
、
い
つ
か
ら
奥
女
中
の
参
勤
の
旅

が
始
ま
っ
た
の
か
、
少
な
く
と
も
津
山
松

平
藩
初
代
宣
富
（
長
矩
）
の
時
代
に
は
見

当
た
ら
な
い
が
、
未
だ
調
査
中
な
の
で
、

明
ら
か
に
で
き
る
行
列
図
の
斉
孝
一
〇
万

石
復
帰
後
の
初
入
国
時
と
、
次
期
藩
主
斉

民
初
入
国
時
の
奥
女
中
の
旅
を
事
例
と
し

て
み
よ
う
。

斉
孝
一
〇
万
石
復
帰
後
の
初
入
国

　

一
〇
万
石
復
帰
後
の
文
政
元
年
（
一
八

一
八
）
五
月
九
日
、
斉
孝
は
ま
ず
日
光
に

参
詣
す
る
た
め
江
戸
を
出
発
し
、
参
詣
後

の
一
六
日
に
江
戸
屋
敷
に
は
立
ち
寄
る
が
、

旅
装
を
と
か
ず
そ
の
ま
ま
江
戸
を
出
発
す

る
。
そ
れ
に
先
立
つ
一
四
日
、
奥
女
中
た

ち
が
江
戸
を
出
立
し
て
い
る
（「
江
戸
日

記
」、
行
列
図
で
は
三
日
前
と
あ
る
）。
女

中
た
ち
は
六
月
二
日
津
山
に
到
着
し
、
翌

三
日
に
藩
主
斉
孝
が
到
着
し
て
い
る
。

　

国
元
に
向
け
出
立
し
た
奥
女
中
た
ち
の

人
数
は
不
明
だ
が
、
五
万
石
時
代
の
文
化

七
年
（
一
八
一
〇
）
四
月
二
五
日
に
出
立

し
た
奥
女
中
は
三
人
と
あ
り
、
女
中
差
添

と
し
て
二
人
の
家
臣
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
、
文
政
元
年
時
に
は
女
中
差

添
と
し
て
三
人
の
家
臣
が
付
け
ら
れ
て
い

る
。
行
列
図
（
写
真
Ⅰ
）
か
ら
は
「
女
中

差
添
小
泉
兵
衛
」「
女
中
差
添
御
医
師
宇

田
川
榕
庵
」「
長
局
付
御
役
人
小
林
傳
右

衛
門
」
と
あ
る
。
医
師
を
含
む
こ
と
は
、

注
目
さ
れ
る
。
差
添
役
人
が
二
人
か
ら
三

人
に
増
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
奥
女
中
は

四
〜
五
人
は
い
る
と
思
わ
れ
る
。
女
性
の

旅
は
、
特
に
武
家
の
女
は
「
入
鉄
砲
に
出

女
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
厳
し
く
規
制

さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
江
戸
を
出
発
す
る

と
き
に
は
、
箱
根
・
今
切
の
関
所
の
通
行

手
判
を
幕
府
留
守
居
佐
野
豊
前
守
へ
申
請

し
て
、
五
月
一
一
日
に
許
可
を
貰
っ
て
い

る
。
ま
た
、
国
元
に
着
い
た
奥
女
中
の
内
、

老
女
代
表
使
松
尾
と
い
う
女
中
が
江
戸
に

立
帰
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
六
月
九
日

に
京
都
所
司
代
ま
で
関
所
の
通
行
手
判
の

願
い
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
都
度
、
幕
府

の
許
可
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
六
月
一
二
日
に
出
発
し
た
奥
女
中

松
尾
は
、小
泉
兵
衛
・
宇
田
川
榕
庵
（
医
師
）

の
二
人
の
差
添
と
供
に
京･

大
坂
・
伊
勢

を
回
り
七
月
五
日
に
江
戸
に
帰
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
女
中
た
ち
の
一
行
は
、
ど

れ
ほ
ど
の
規
模
で
旅
を
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
奥
女
中
や
差
添
の
家
臣
は
述
べ
て

い
る
と
お
り
だ
が
、
こ
の
一
行
に
は
、「
国

元
日
記
」（
文
政
元
年
六
月
二
日
）
に
よ

る
と
、
人
足
一
九
人
・
軽
尻
馬
一
疋
の
先

触
れ
が
昨
夜
到
着
し
た
と
あ
る
。

　

翌
々
年
の
文
政
三
年
帰
国
時
に
は
、
三

月
一
六
日
先
触
れ
の
一
団
と
し
て
人
足
二

三
人･

本
馬
一
疋
・
軽
尻
馬
一
疋
が
出
立
し
、

同
日
夕
刻
に
は
奥
女
中
と
そ
の
差
添
の
家

臣
三
人
、
人
足
一
四
人･

本
馬
二
疋
の
一

団
が
出
立
し
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
合

計
人
足
三
七
人
・
本
馬
三
疋
・
軽
尻
馬
一

疋
が
女
中
一
行
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
女

中
一
行
は
、
差
添
の
家
臣
を
含
む
女
中
た

ち
一
団
と
荷
物
を
運
ぶ
先
触
れ
の
一
団
の

二
つ
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
女
中
た
ち
本
隊
の
一
団
は
、
奥
女
中

四
〜
五
人
に
、
記
録
に
は
出
て
こ
な
い
が

奥
女
中
の
世
話
を
す
る
下
女
た
ち
が
数
名
、

差
添
の
家
臣
三
人
と
人
足
一
四
人
、
お
よ

び
記
録
に
は
記
さ
れ
な
い
陪
臣
な
ど
を
入

れ
る
と
、
少
な
く
と
も
合
計
三
〇
人
ほ
ど

の
人
数
が
一
団
と
な
っ
て
旅
を
し
て
い
る
。

斉
民
の
初
入
国

　

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
一
一
月
、
前

藩
主
斉
孝
が
致
仕
し
、
斉
民
が
藩
主
と

な
っ
た
翌
三
年
春
、
津
山
へ
初
入
国
す
る
。

当
初
よ
り
津
山
藩
は
財
政
難
に
喘
い
で
い

た
こ
と
か
ら
、
将
軍
家
斉
の
子
と
い
っ
た

立
場
を
利
用
し
、
様
々
な
優
遇
措
置
を
願

い
出
て
い
る
。
ま
ず
、
初
入
国
に
際
し
て

は
物
入
り
多
く
、
幕
府
へ
五
千
両
を
拝
借

す
る
こ
と
を
願
い
出
て
許
さ
れ
て
い
る

（「
祐
筆
日
記
」
三
月
一
四
日
）。
ま
た
、

国
元
へ
供
を
す
る
奥
女
中
は
、
斉
民
が
斉

孝
の
養
子
と
し
て
津
山
藩
へ
移
っ
た
と
き
、

幕
府
よ
り
付
け
ら
れ
た
奥
女
中
一
三
人
の

う
ち
御
守
の
園
川
・
御
次
の
小
枝
・
呉
服

之
間
の
國
・
三
之
間
の
嶋
・
仲
居
の
澤
ら

五
人
が
津
山
に
供
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

彼
女
ら
の
給
金
は
す
べ
て
幕
府
持
ち
に

な
っ
て
お
り
、
三
月
一
四
日
に
は
彼
女
ら

の
切
米･

合
力
金
・
扶
持
方
・
五
菜
銀
・

そ
の
ほ
か
諸
渡
物
、
現
代
風
に
言
え
ば
、

本
給
と
諸
手
当
全
部
の
来
年（
天
保
四
年
）

四
月
分
ま
で
を
、
ま
と
め
て
出
立
以
前
に

渡
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
い
た
も
の
が

許
可
さ
れ
た
。「
祐
筆
日
記
」
に
よ
る
と
、

四
月
二
四
日
園
川
ら
五
人
と
「
御
使
番
頭

古
代
、
御
末
宮
路
・
花
桐
」
の
三
人
が
出

立
し
た
と
あ
り
、
合
計
八
人
の
奥
女
中
が

出
立
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
奥
女
中
た
ち

を
警
護
し
供
を
し
た
人
数
は
不
明
で
あ
る

が
、
差
添
の
家
臣
は
入
江
右
膳
・
野
間
了

庵
（
医
師
）・
鳥
沢
喜
八
の
三
人
で
、
五

月
一
二
日
津
山
に
着
い
て
い
る
。
斉
民
本

隊
は
、
女
中
出
立
よ
り
七
日
遅
れ
の
五
月

二
日
江
戸
を
出
立
、
同
一
八
日
津
山
に
到

着
し
て
い
る
。

　

翌
四
年
三
月
二
一
日
、
女
中
た
ち
一
行

が
江
戸
へ
向
け
津
山
を
出
立
。
女
中
た
ち

の
荷
物
を
運
ぶ
道
中
人
足
三
九
人
・
本
馬

四
疋
・
軽
尻
馬
一
疋
の
先
触
れ
一
団
と
、

差
添
の
家
臣
小
沢
四
郎
・
丸
尾
良
伯
（
医

師
）･

村
瀬
茂
七
の
三
名
を
供
と
す
る
女
中

た
ち
一
団
が
同
日
出
立
し
て
い
る
。
女
中

た
ち
一
団
の
女
中
数
や
人
馬
数
は
不
明
で

あ
る
が
、
翌
五
年
帰
国
時
で
は
奥
女
中
五

人
な
ら
び
に
下
女
ど
も
合
わ
せ
て
一
三
人

と
あ
り
、
前
年
も
同
じ
人
数
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
見
合
う
人

馬
数
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
、
女
中
た
ち

本
隊
の
一
団
は
、
五
〇
人
前
後
に
は
な
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
荷
物
を
運
ぶ
一

団
と
併
せ
て
み
れ
ば
、
前
藩
主
斉
孝
の
時

よ
り
格
段
に
多
い
人
数
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
斉
民
付
の
女
中
は
、
幕
府
よ
り

の
御
付
女
中
で
あ
る
か
ら
、
街
道
の
往
還

に
は
特
別
な
優
遇
措
置
が
あ
っ
た
。
そ
れ

が
分
か
る
の
が
、
天
保
五
年
の
江
戸
よ
り

国
元
へ
の
旅
の
時
で
あ
る
。

　

天
保
五
年
二
月
二
四
日
、
津
山
藩
邸
が

火
災
に
見
舞
わ
れ
た
。
こ
の
春
、
国
元
へ

帰
国
す
る
と
き
、
類
焼
を
機
に
斉
民
本
隊

の
東
海
道
往
還
の
人
馬
不
足
を
理
由
に

「
御
定
法
人
馬
」
五
〇
人
五
〇
疋
の
外
に

二
五
人
二
五
疋
を
加
増
し
て
ほ
し
い
と
願

い
出
て
い
る
。
一
応
今
年
度
限
り
で
許
可

が
下
り
て
い
る
。
こ
の
時
は
「
当
日
人
足

七
十
五
人
、
馬
七
十
五
疋
、
御
定
江
戸
銭

を
以
継
立
之
義
、
此
度
限
り
承
届
候
、
其

餘
不
足
之
分
者
、
手
人
馬
、
通
し
日
雇
又

者
相
対
雇
可
被
致
候
」（「
江
戸
日
記
」
三

月
二
日
）
と
あ
り
、
願
い
出
通
り
許
可
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
馬
の
費
用
は
定

法
通
り
必
要
で
、
そ
れ
以
上
の
荷
物
は
手

持
ち
の
人
馬
や
通
し
日
雇
ま
た
は
相
対
で

雇
う
人
足
で
賄
え
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

奥
女
中
の
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に
処
理
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
「
三
河
守
附
女
中
五
人
并
下
女
共
都
合

十
三
人
、
此
度
帰
国
之
節
罷
越
東
海
道
旅

行
仕
候
右
女
中
五
人
者
、
御
本
丸
ゟ
御
扶

持
方
茂
被
下
置
候
も
の
ゝ
義
ニ
而
、
御
定

法
之
通
二
十
五
人
二
十
五
疋
之
人
馬
遣

候
」（「
江
戸
日
記
」
天
保
五
年
三
月
二
日
）

と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
は
不
足
な
の
で
、

さ
ら
に
二
五
人
二
五
疋
を
加
え
て
五
〇
人

五
〇
疋
に
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
い
る
。

「
女
中
五
人
者
御
本
丸
ゟ
御
扶
持
方
を
も

被
下
候
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
度
限

り
一
日
の
継
人
馬
五
〇
人
五
〇
疋
を
許
可

す
る
と
の
承
諾
を
得
て
い
る
（
写
真
Ⅱ
）。

こ
こ
で
は
、
女
中
の
継
人
馬
は
、
幕
府
持

ち
で
あ
り
、
幕
府
奥
女
中
の
身
分
で
通
行

し
て
い
る
。
そ
れ
を
斉
民
は
う
ま
く
利
用

し
経
費
を
浮
か
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
御
付
女
中
に
対
す
る
特
例
措
置

は
、
以
後
も
毎
年
幕
府
へ
願
い
出
て
許
可

研究ノート

さ
れ
て
い
る
。
天
保
一
一
年
か
ら
は
そ
の

記
載
が
な
い
の
で
、
こ
の
年
か
ら
特
例
措

置
は
な
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の

後
も
幕
府
の
御
付
女
中
と
し
て
の
身
分
に

は
変
化
は
な
い
の
で
、
依
然
と
し
て
二
五

人
二
五
疋
の
継
人
馬
の
費
用
は
幕
府
持
ち

で
あ
っ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

奥
女
中
の
構
成
と
行
列
図

　

藩
主
の
参
勤
と
相
前
後
し
て
旅
す
る
奥

女
中
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
供
を
す
る

の
で
あ
ろ
う
。
典
型
的
な
事
例
は
、
斉
民

の
御
付
女
中
で
あ
る
。
斉
民
五
才
で
斉
孝

の
養
子
に
な
っ
た
翌
年
（
文
政
元
）
の
分

限
帳
に
は
、
若
殿
様
御
守
女
中
園
川
と
亀

尾
、
御
付
女
中
さ
よ
・
い
そ
・
さ
の
・
ふ
く
、

呉
服
之
間
く
に
・
み
き
・
し
ま
・
つ
ち･

ゑ
川
、

御
仲
居
夕
霧
・
い
わ
根
の
一
三
名
が
記
さ

れ
て
い
る
。
斉
民
（
一
九
才
）
初
入
国
の

時
に
供
と
し
て
津
山
に
行
っ
た
の
は
、
前

述
の
「
守
園
川
・
次
小
枝
・
呉
服
之
間
國
・

三
之
間
嶋
・
仲
居
澤
」
の
五
名
で
あ
る
。

澤
の
み
分
限
帳
に
は
登
録
さ
れ
て
い
な
い

が
、
少
な
く
と
も
天
保
一
一
年
津
山
へ
向

け
出
立
し
た
時
ま
で
同
一
人
物
五
名
が
供

と
し
て
津
山
へ
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
藩
主
の
幼
少
期
か
ら
側
で
養
育

に
当
た
っ
た
女
中
が
、
つ
ね
に
藩
主
の
日

常
の
世
話
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

藩
主
も
自
身
の
好
み
や
日
常
の
行
動
を
よ

く
知
っ
て
い
る
女
中
が
側
に
い
る
こ
と
を

必
要
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
可
能

と
し
た
の
は
、
奥
の
組
織
か
ら
も
推
察
で

き
る
。
時
代
が
上
が
る
が
、
初
代
藩
主
宣

富
死
去
の
翌
年
享
保
七
年
の
江
戸
分
限
帳

に
は
、
宣
富
付
女
中
は
「
御
表
女
中
」
と

さ
れ
、
正
室
付
・
姫
付
・
藩
主
の
養
母
付
・

実
母
付
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
て
記
載

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
年
寄･

中
老
な
ど
が

必
要
に
応
じ
て
置
か
れ
、
各
付
女
中
は
グ

ル
ー
プ
毎
に
独
立
し
て
組
織
さ
れ
、
正
室

が
す
べ
て
奥
を
統
制
管
理
し
た
よ
う
で
は

な
い
。
奥
の
組
織
が
ど
の
よ
う
に
し
て
つ

く
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
時
代
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
は
今
後
の
課

題
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
藩
主
の
こ

と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
藩
主
付
の
「
御
表

女
中
」
が
、
他
の
付
女
中
に
は
影
響
を
与

え
ず
、
つ
ね
に
藩
主
と
行
動
を
共
に
し
て

江
戸
と
国
元
を
往
復
で
き
る
状
況
が
あ
る
。

　

次
に
奥
女
中
た
ち
の
旅
の
出
立
ち
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

  

池
田
家
文
庫
に
は
、
寛
政
九
年
（
一
七

九
七
）
の
「
御
先
女
中
行
列
」②
と
い
う

文
書
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
一
〇
人
の
奥
女

中
に
広
敷
と
広
敷
番
の
二
人
の
家
臣
が
差

し
添
え
ら
れ
、
乗
物
七
台
に
足
軽
一
三
人

･

挟
箱
持
ち
八
人
・
陸
尺
（
駕
籠
か
き
人
足
）

二
八
人
・
下
男
一
人
、
合
羽
籠
持
ち
（
雨

具
を
運
ぶ
人
足
）
と
又
下
女
（
奥
女
中
の

下
女
）
は
「
段
々
」
と
記
さ
れ
人
数
は
書

か
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
合
計
人
数
七
〇

人
を
超
え
る
行
列
と
な
っ
て
い
る
。
行
列

は
、
乗
物
の
両
脇
に
は
足
軽
が
付
き
、
そ

の
後
に
道
具
を
入
れ
た
挟
箱
持
ち
が
そ
れ

ぞ
れ
に
付
き
、
締
め
と
し
て
広
敷
と
広
敷

番
が
家
臣
の
最
後
に
位
置
し
、
そ
の
後
に

合
羽
籠
持
ち･

又
下
女
の
陪
臣
が
列
び
、

整
然
と
し
た
行
列
順
序
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
文
書
の
表
題
か
ら
も
、
藩
主
の

行
列
と
は
別
に
女
中
が
行
列
を
立
て
て
旅

を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
岡

山
藩
の
史
料
で
は
医
師
の
同
行
は
確
認
で

き
な
い
の
に
対
し
、
津
山
藩
で
は
常
に
医

師
が
同
行
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

　

三
二
万
石
の
岡
山
藩
と
比
べ
れ
ば
、
一

〇
万
石
の
津
山
藩
で
は
あ
る
が
、
津
山
藩

で
も
斉
民
の
時
に
は
五
〇
人
前
後
の
人
数

に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
東
海
道
往
還
で

は
幕
府
よ
り
支
給
さ
れ
る
継
人
馬
が
利
用

で
き
、
親
藩
の
大
名
家
と
し
て
格
式
高
く

行
列
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
裏
付

け
る
御
女
中
一
行
の
先
触
れ
文
書
も
残
さ

れ
て
い
る
。
写
真
Ⅲ
の
文
書
は
天
保
三
年

（
一
八
三
二
）
四
月
二
二
日
の
書
状
③
で
、

明
後
日
の
四
月
二
四
日
に
女
中
お
よ
び
差

添
が
出
立
し
、供
に
は
道
中
人
足
二
二
人
・

本
馬
五
疋
の
一
団
が
行
く
の
で
、
い
つ
も

の
よ
う
に
お
取
り
は
か
ら
い
下
さ
い
と

い
っ
た
文
書
が
送
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
奥
女
中
の
行
列
も
藩
主
の
本
隊
と

同
じ
よ
う
な
先
触
れ
が
廻
り
、
少
人
数
な

が
ら
き
ち
ん
と
し
た
行
列
を
作
っ
て
江
戸

と
国
元
を
往
還
し
て
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

で
は
、
文
頭
で
述
べ
た
「
拾
万
石
御
加

増
後
初
御
入
国
御
供
立
之
図
」
の
御
先
女

中
の
図
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
。

　

絵
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
女
中
差
添

小
泉
兵
衛
な
ど
三
人
の
家
臣
の
姿
は
描
か

れ
て
い
る
が
、
女
中
は
一
人
も
描
か
れ
て

い
な
い
。
先
触
れ
の
一
団
と
は
別
に
、
少

な
く
と
も
三
〇
人
ほ
ど
の
女
中
た
ち
一
団

が
行
列
を
し
て
旅
を
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。

な
ぜ
、
女
中
の
姿
を
描
い
て
い
な
い
の
か
。

　

大
名
行
列
図
と
し
て
図
録
な
ど
に
も
っ

と
も
多
く
紹
介
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
津
山

藩
の
行
列
図
と
「
加
賀
藩
大
名
行
列
図
屏

風
」で
あ
る
。「
加
賀
藩
大
名
行
列
図
屏
風
」

は
昭
和
一
五
年
に
完
成
し
た
と
さ
れ
る
が
、

江
戸
期
に
書
か
れ
た
画
像
史
料
を
も
と
に

作
成
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
記
録
性
・
信

憑
性
が
高
い
と
い
う
④
。

　

明
治
一
七
年
に
完
成
さ
れ
た
津
山
藩
の

行
列
図
に
お
い
て
も
、
最
大
限
盛
大
に
描

く
た
め
に
、
先
遣
隊
や
三
日
前
に
出
立
し

た
御
先
女
中
一
行
お
よ
び
勝
間
田
ま
で
迎

え
に
行
っ
た
一
行
ま
で
描
き
加
え
て
い
る

が
、
そ
の
後
の
部
分
、
つ
ま
り
江
戸
を
出

発
す
る
藩
主
本
隊
部
分
か
ら
の
行
列
は
、

「
江
戸
日
記
」
に
あ
る
行
列
記
録
（
文
化

一
五
年
五
月
一
六
日
）
と
、
ほ
ぼ
同
じ
順

序
と
人
数
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、

当
時
の
史
料
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
近
代

に
な
っ
て
作
成
さ
れ
た
大
名
行
列
図
も
、

そ
の
記
録
性
と
し
て
は
、
あ
る
程
度
信
憑

性
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

で
は
、
か
な
り
の
記
録
性
が
あ
る
津
山

藩
の
行
列
図
に
、
態
々
、
三
日
前
に
出
発

し
た
御
先
女
中
の
一
団
を
描
い
て
い
る
の

に
、
な
ぜ
女
中
の
姿
は
描
か
れ
な
か
っ
た

の
か
、
疑
問
が
わ
く
。
描
か
れ
な
か
っ
た

理
由
の
一
つ
は
、
大
名
行
列
は
武
威
を
示

す
た
め
の
軍
団
と
し
て
行
列
し
て
い
る
の

だ
か
ら
、
女
を
描
く
こ
と
を
良
と
し
な

か
っ
た
の
か
、
二
つ
目
は
、
近
代
に
な
り

女
性
の
公
的
存
在
を
規
制
す
る
ジ
ェ
ン

ダ
ー
が
よ
り
強
く
な
っ
た
か
ら
か
、
図
録

･

書
籍
等
で
見
た
範
囲
で
は
津
山
藩
以
外

の
大
名
行
列
図
の
ほ
と
ん
ど
が
本
隊
の
み

記
さ
れ
、
先
遣
隊
が
描
か
れ
て
い
な
い
の

で
、
江
戸
期
の
も
の
と
比
較
し
よ
う
が
な

い
の
で
な
ん
と
も
言
え
な
い
。
し
か
し
、

ど
ち
ら
の
理
由
に
し
て
も
、
女
を
表
の
社

会
か
ら
見
え
な
い
も
の
と
し
て
不
可
視
化

し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
⑤
。

　
「
拾
万
石
御
加
増
後
初
御
入
国
御
供
立

之
図
」
か
ら
、
女
中
の
参
勤
交
代
の
存
在

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

そ
の
行
列
に
な
ぜ
女
中
が
描
か
れ
な
か
っ

た
か
な
ど
今
後
の
課
題
も
見
え
て
き
た
。

女
性
の
視
点
か
ら
見
直
し
て
み
る
と
、
ま

た
違
っ
た
歴
史
像
に
出
会
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

注
記

①　

先
行
研
究
で
は
、
鳥
取
藩
の
奥
女
中
に
つ

い
て
福
田
千
鶴
が
「
参
勤
交
代
に
お
け
る
女

性
の
旅
」（『
九
州
産
業
大
学
国
際
文
化
学
部

紀
要
第
五
三
号
』
平
成
二
四
年
一
二
月
）
で

発
表
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
ま
だ
奥
女
中
の

旅
は
研
究
の
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

②　

池
田
家
文
庫
Ｃ
五―

三
八
二（
寛
政
九
年
）

③　

作
成
年
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

次
の
こ
と
か
ら
天
保
三
年
と
確
認
で
き
る
。

ま
ず
、
差
出
人
の
柴
山
勇
記
が
「
勘
定
奉
行

御
徒
頭
兼
帯
」
の
役
職
を
担
っ
て
い
た
期
間

と
、
宛
先
の
伊
丹
健
左
衞
門
の
「
大
坂
御
屋

敷
惣
目
付
并
表
勤
銀
主
応
対
御
金
方
目
付
東

西
飛
脚
御
取
斗
」
の
役
職
期
間
が
一
致
す
る

文
政
一
三
年
か
ら
天
保
五
年
の
間
に
、
文
中

に
登
場
す
る
入
江
右
膳
が
女
中
差
添
と
し
て

津
山
へ
向
け
江
戸
を
天
保
三
年
四
月
二
四
日

に
出
立
し
た
こ
と
が
、「
国
元
日
記
」（
五
月

一
二
日
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

④　

久
留
島
浩
『
描
か
れ
た
行
列　

武
士
・
異

国
・
祭
礼
』
東
京
大
学
出
版
会　

二
〇
一
五

年
⑤『
行
列
に
み
る
近
世―

武
士
と
異
国
と
祭
礼

と―

』（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
企
画
展
示

図
録
、
二
〇
一
二
年
）
に
よ
る
と
、『
徳
川

盛
世
録
』（
市
岡
正
一
編　

明
治
二
二
年
）

や
『
松
の
榮
』（
歌
川
国
貞
画
、明
治
二
二
年
）

な
ど
の
徳
川
家
の
姫
君
の
行
列
図
で
は
、
奥

女
中
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
参

勤
交
代
の
大
名
行
列
図
の
中
に
は
見
当
た
ら

な
か
っ
た
。

＊
本
文
の
主
な
史
料
は
、「
江
戸
日
記
」
と
「
国

元
日
記
」
に
よ
る
。
と
く
に
注
記
が
な
い
も

の
は
同
史
料
で
、
上
記
以
外
の
場
合
は
典
拠

を
記
し
て
い
る
。
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講
師
の
今
津
氏
は
、
現
在
岡
山
大
学
の
教
授
と
し
て
教
鞭
を
執
ら
れ
、
日

本
古
代
の
王
権
と
社
会
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
地
域
に
即
し
た
ご
研
究
を
な

さ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
本
市
で
は
、
津
山
市
史
編
さ
ん
委
員
と
し
て
、
古
代

の
分
野
を
ご
担
当
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、和
銅
６
年
（
７
１
３
）
の
備
前
国
か
ら
の
美
作
国
分
立
に
つ
い
て
は
、

吉
備
を
分
割
し
て
勢
力
の
弱
体
を
ね
ら
っ
た
な
ど
、
吉
備
の
勢
力
内
で
の
理

由
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
の
時
期
は
、
白
村
江
の
敗
戦
に

と
も
な
う
瀬
戸
内
海
沿
岸
防
備
の
強
化
や
、
平
城
京
遷
都
に
と
も
な
う
官
道

の
再
整
備
な
ど
に
よ
り
、
全
国
的
に
国
の
分
立
、
郡
の
再
編
が
行
わ
れ
て
い

る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
全
国
的
な
視
点
か
ら
、
美
作
国
の
分
立
の
意
義
を
捉

え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
吉
備
国
内
の
河
川
な
ど
の
地
理
的
状
況
か
ら
、
吉
備
と
出
雲
の
交

流
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
一
方
で
、
出
雲
の
氏
族
は
大
和
朝
廷
の

内
廷
に
仕
え
る
者
が
多
く
、
朝
廷
に
隷
属
し
て
い
た
の
に
対
し
、
吉
備
の
朝

廷
へ
の
従
属
関
係
は
あ
る
程
度
緩
や
か
で
あ
り
、
出
雲
と
吉
備
で
は
朝
廷
に

対
す
る
距
離
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
解
説
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
こ
れ
か
ら
編
さ
ん
す
る
津
山
市
史
の
古
代
編
で
は
、
今
ま
で
語

ら
れ
た
点
に
加
え
、
古
代
の
飢
餓
や
震
災
な
ど
の
自
然
災
害
に
つ
い
て
も
叙

述
し
て
い
き
た
い
と
し
、
講
演
を
終
え
ら
れ
ま
し
た
。
当
日
は
70
名
余
り
の

多
く
の
方
々
が
聴
講
に
来
ら
れ
、
今
津
氏
の
お
話
を
興
味
深
そ
う
に
、
熱
心

に
聴
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

※

来
年
度
も
同
様
に
、
引
き
続
き
市
史
編
さ
ん
関
係
者
を
講
師
と
し
て
開
催

す
る
予
定
で
す
の
で
、
今
後
と
も
「
美
作
学
講
座
」
に
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

津山市史だより　第7号
発行：平成 28年12月1日
編集：津山市史編さん室 〒708-0022　岡山県津山市山下92　津山郷土博物館内

　　　　　　　TEL：0868-22-5820　FAX：0868-23-9874
　　　　　　　Eメール：tsu-haku@tvt.ne.jp

第 3 回の会場の様子

津
山
市
教
委
（
生
涯
学
習
課
）・
美
作
大
学
共
催

美
作
学
講
座

―

津
山
市
史
関
連
研
究
か
ら―

「
美
作
の
古
代
史

　
　
　
　
　

―
美
作
国
を
め
ぐ
る
二
・
三
の
断
章―

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

講
師
：
今
津
勝
紀
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岡
山
大
学
教
授
・
編
さ
ん
委
員
）

第
3
回　
　

10
月
1
日


